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「誰一人取り残さない」真の共生社会の実現に向けて 

 

障害のある方が地域で安心して暮らせる社会，適切な支援を

受けながら働くことができる社会——。京都市が目指すまちの

姿です。 

京都市ではそんな温かいまちの実現に向け，平成３０年に策定した「はぐくみ支え

合うまち・京都ほほえみプラン（京都市障害者施策推進計画・第５期障害福祉計画・

第１期障害児福祉計画）」に基づき，総合的に施策を進めてきました。例えば，24 時

間相談支援体制の構築や，障害のある子どもの支援の質の向上を図る放課後等デイサ

ービス事業所への巡回指導，ひきこもりをはじめ，多様で複雑化した課題を抱える方

への支援の充実など，障害のある方が地域で安心して生活できるまちづくりに取り組

んできたところです。 

一方，この３年の間にも社会情勢は大きく変化。とりわけ新型コロナウイルス感染

症は，市民の皆様の生活や社会のあり方に変容をもたらしました。そんなコロナ禍に

あっても，障害のある方の「いのち」と「暮らし」を守り抜き，全ての人が違いを認

め合い，支え合うまちづくりをしっかりと進めていかなければなりません。 

この度の中間見直しでは，「第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」の計画期

間が終了することから，「第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」を新た策定し

ます。また，計画期間の折り返しを迎える京都市障害者施策推進計画についても，新

規施策の追加や制度の見直し，この間の社会情勢，障害当事者及び御家族のお声など

を反映してブラッシュアップしました。 

今後，これらの計画を着実に実行し，「誰一人取り残さない」持続可能な京都のまち

づくりを進めていくうえでは，市民の皆様をはじめ，企業や事業者，行政等が一丸と

なって取り組むことが何より重要です。皆様の一層のお力添えをお願いいたします。 

最後になりましたが，本計画の策定に当たり，熱心に御議論いただきました京都市

障害者施策推進審議会及び作業検討部会の皆様，貴重な御意見や御提言をお寄せくだ

さいました多くの市民の皆様に，心から感謝申し上げます。 

 

 

   令和３年３月             

                 京都市長  

 

かど かわ だい さく 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景と趣旨 
 

（１）国の動向 

○ 国においては，この約 10 年間で，障害者施策のあり方が大きく変化しています。 

  最も大きな動きとしては，平成１８年に採択された国連の「障害者の権利に関する

条約（障害者権利条約）」の批准に向けた国内法の整備が進められ，平成２６年１月

に批准，同年 2 月１９日から効力が発生しています。 

  まず，障害者権利条約の批准に先立ち，国内法整備を進めるべきとの意見を受け，

「障害者基本法」の改正（平成 23 年 8 月公布），「障害者虐待の防止，障害者の養護

者に対する支援等に関する法律」の制定（平成 23 年 6 月公布），平成 22 年 12 月

及び平成 24 年 6 月の二回にわたる「障害者自立支援法」の大幅な改正（平成 24 年

6 月の改正によって「障害者総合支援法」に改称），「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（障害者差別解消法）」の制定（平成 28 年 4 月公布）等が行われ

ています。 

○ 特に，平成２３年８月に改正された「障害者基本法」では，障害者の定義について，

『個人の機能障害に原因があるもの』とする「医学モデル」から「『障害』（機能障害）

及び『社会的障壁』（日常生活や社会生活を営む上で障壁となる事物，制度，慣行，

観念等）により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」

とする「社会モデル」に大きく転換しました。その他，『合理的配慮』（障害のある人

もない人も同じように権利や基本的自由を保障するために行う必要な変更や調整の

ことで，過重な負担がかからない配慮のこと）の考え方が導入されるなど，障害のあ

る人ない人も地域で共に生きる社会づくりを目指すものとなっています。 

○ また，平成 28 年 4 月に施行された「障害者差別解消法」では，差別を解消するた

めの措置として「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を定めているほ

か，同じく平成２８年４月に施行された改正障害者雇用促進法においても，雇用の分

野での「障害を理由とする差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を事業主に対

して義務付けています。 

○ さらに，障害福祉サービス関係では，平成 15 年度に，障害のある人がサービスを

選択し契約する支援費制度が導入された後，平成 18 年度には，身体・知的・精神の

3 障害共通の障害福祉サービスを一元化するとともに，利用者負担を応能負担から定

率負担にすること等を目的とした「障害者自立支援法」が施行されました。その後，

平成 22 年 12 月に，「障害者自立支援法」が改正され，利用者負担の見直し（応能

１ 



2  

負担の原則化）や相談支援の充実（相談支援体制の強化や支給決定プロセスの見直し

等）等が行われ，さらに，平成 24 年 6 月に，名称を「障害者総合支援法」に改める

とともに，法の対象に難病患者を加えることや障害者支援区分への変更等の一部改正

が行われています。 

○ 児童分野では，平成 24 年 4 月に「児童福祉法」が改正され，障害児支援の強化の

ため，障害種別等で分かれていた障害児施設を通所・入所の利用形態の別により一元

化するとともに，通所支援の対象に，精神障害（発達障害を含む）が新たに追加され

ました。 

  また，平成 29 年に示された「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な

実施を確保するための基本的な指針」では，「障害福祉計画・障害児福祉計画の基本

的理念」として「障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援」「市町村を基本とし

た身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等」「入所

等から地域生活への移行，地域生活の継続の支援，就労支援等の課題に対応したサー

ビス提供体制の整備」「地域共生社会の実現に向けた取組」「障害児の健やかな育成の

ための発達支援」が定められています。 

 

（２）本市のこれまでの取組 

○ 本市では，昭和 56 年の国際障害者年で目標とされた「完全参加と平等」の実現に

向けて，「国際障害者年京都市行動計画」（昭和 58 年～平成 4 年）を策定し，以後，

「国際障害者年第 2 次京都市行動計画」（平成 4 年度～平成 13 年度），「京都市障害

者いきいきプラン〔第 2 次行動計画の後期計画〕」（平成 10 年度～平成 14 年度），

「京都市障害者施策推進プラン」（平成 15 年度～平成 24 年度），「支えあうまち・

京（みやこ）のほほえみプラン〔障害者施策推進プランの後期計画〕」（平成 20 年度

～平成 24 年度），「支えあうまち・京都ほほえみプラン〔京都市障害者施策推進計

画〕」（平成 25 年度～平成 29 年度）に基づき，総合的な障害者施策を推進してきま

した。 

○ 「支えあうまち・京都ほほえみプラン〔京都市障害者施策推進計画〕」（前計画）で

は，基本方針を「障害のあるひともないひとも，すべてのひとが違いを認め合い，支

え合うまちづくりを推進する」として掲げ，5 つの施策目標のもと施策を推進してき

ました。 

○ 障害のある人の就労支援は，市，府，国の各行政から民間まで，企業，労働，福祉，

教育の各分野の関係機関が連携し，障害のある方の就労支援を効果的に推進するため

の協働機構として，平成 21 年 8 月に設立した「京都市障害者就労支援推進会議」に

おいて，支援・連携のルールづくりや共同事業の実施等に取り組んでいます。 

○ また，手話への理解促進・普及をすすめ，多くの人が相互に人格と個性を尊重する
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ことを基本理念に，豊かな共生社会を実現することを目指した「京都市手話言語がつ

なぐ心豊かな共生社会を目指す条例」（手話言語条例）が，市会議員全員による共同

提案のうえ，全会一致で可決し，平成 28 年 3 月に制定，同年 4 月に施行されまし

た。 

○ 障害のある子どもへの支援においては，平成２４年４月の児童福祉法改正を受け，

地域での障害児支援を推進し，児童発達支援事業や重症心身障害児が通所できる事業

所の設置促進など，年々利用ニーズの高まっている，障害のある子どもの地域での療

育や居場所づくり，保護者への支援に取り組んでいます。 

○ このように，障害のある人や子どもが地域で当たり前に暮らせる社会，適切な支援

を受けながら働くことが当たり前の社会の構築に向けて，本市の取組は着実に前進し

ています。 

 

（３）計画策定の趣旨 

○ 本計画は，「支えあうまち・京都 ほほえみプラン」及び「第４期障害福祉計画」

の計画期間が平成２９年度で終了することから，平成２２年に策定した「はばたけ

未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」の分野別計画として，障害者・児を取り巻

く関連施策や市民ニーズ等の社会情勢，本市の障害者・児施策の実施状況等を踏ま

えながら，総合的に障害者・児施策を推進するため，２つの計画を一体化した計画

として策定し，施策・事業の更なる推進を図ります。 

  また，「児童福祉法」の改正により，「障害児福祉計画」の策定が義務付けられた

ことから，「第１期障害児福祉計画」として合わせて策定するとともに，障害児施策

については，子育て支援施策の総合的な計画として策定した「京都市未来こどもは

ぐくみプラン」と連携して取組を推進します。 

 

２ 中間⾒直しについて（令和３年３⽉） 
 

（１）本計画策定後の本市の状況と取組 

○ 本計画策定（平成３０年３月）以降，障害のある人を取り巻く環境はめまぐるし

く変化しています。 

○ 一つは，平成３０年６月の大阪府北部地震及び９月の台風２１号等の自然災害で

す。本市では，障害のある人の避難行動に地域の関係機関等から協力を得られるよ

うな関係づくりを進める「重度障害者の個別避難計画作成等推進事業」に取り組ん

だほか，施設の危険なブロック塀の改修や耐震改修に取り組んできました。 

２ 
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○ そしてもう一つは，令和２年１月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大

が，生活を脅かしました。障害のある人が，コロナ禍においても継続してサービス

を受け，安心して生活することができるよう，障害福祉サービス事業所へのサービ

ス継続支援や，マスクや消毒液等の衛生物品の確保等，様々な取組を進めました。 

また，コロナ禍における新しい生活スタイルの実践が難しい人がいることについ

ての，市民理解を進めることにも取り組みました。 

○ そのほか，京都市版ヘルプカードの作成・普及，発達障害者支援センター「かが

やき」の機能強化と個別支援ファイルの運用開始，本市独自ブランドの新京野菜等

を活用した京都らしい農福連携推進事業等，障害のある人の「いのち」と「健康」

を守り，いきいきとした「暮らし」を支えるための施策をしっかりと進めてきまし

た。 

 

（２）中間見直しの趣旨 

○ この計画で一体的に策定している第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画

（計画期間：平成３０年度～令和２年度）については，令和２年度末で終了するこ

とから，令和３年度からの第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画を策定す

る必要があります。 

  また，障害者施策推進計画についても，上記（１）で述べたような情勢の変化，

またこれから新しく取り組むべき課題にも柔軟に対応できるようブラッシュアップ

を行います。 

○ これらの中間見直しを行い，着実に取組を進めることで，「すべての人が違いを認

め合い，支え合うまちづくり」を実現していきます。  
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[最近の障害福祉関連施策の主な動き] 

 

「児童福祉法」改正（H24.4月施行） 

 ●障害児の定義に精神障害（発達障害を含む）を追加 

 ●障害種別等に分かれていた障害児施設（通所・入所）について一元化 

 ●放課後等デイサービス，保育所等訪問支援，障害児相談支援の創設 

「障害者差別解消法」（Ｈ25.6月成立，Ｈ28.4月施行） 

●地方自治体等における差別的取り扱いの禁止 

●地方自治体等における合理的配慮の不提供の禁止（民間事業者は努力義務） 

●差別解消に向けた取組に関する要領を策定（地方自治体は努力義務） 

「障害者権利条約」の批准（Ｈ26.１月） 

●平成19年に署名後，基本法改正，差別解消法制定等の国内法制度の整備に取り組んで

きた 

「難病医療法」（Ｈ26.5月成立，Ｈ27.1月施行） 

●難病の患者に対する医療費助成を法定化し，その対象を拡大 

●相談，福祉サービス，就労や社会参加への支援も充実する 

「障害者雇用促進法」改正（Ｈ25.6月成立，Ｈ28.4月施行） 

●雇用の分野における障害を理由とする差別的な取扱いを禁止 

●法定雇用率算定に精神障害者を加える（平成30年４月１日から施行） 

「成年後見制度利用促進法」 （H28.5.13施行） 

●成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進 

「発達障害者支援法」改正（Ｈ28.5月成立，Ｈ28.8月施行） 

●障害の定義と発達障害への理解の促進 

●発達障害者支援地域協議会の設置 

「ニッポン一億総活躍プラン」 （H28.6.2閣議決定） 

●障がい者，難病患者，がん患者等の活躍支援 

●地域共生社会の実現 

「障害者総合支援法」の改正 （H30.4.1施行，一部H28.6.3施行） 

●自立生活援助の創設・就労定着支援の創設 

●高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用 

●障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画の策定） 

「児童福祉法」の改正 （H30.4.1施行，一部H28.6.3施行） 

●障害児のサービス提供体制の計画的な構築（障害児福祉計画の策定） 

●医療的ケアを要する障害児に対する支援 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」の施行（R1.6.28施行）

●視覚障害者等の読書環境の整備を総合的，計画的に推進 
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１ 計画の性格・位置づけ等 

（１）計画の性格・位置づけ 

○ このプランは，「障害者基本法」に基づき本市の障害者施策の方向性等を定める基

本的な計画である「京都市障害者施策推進計画」と，「障害者総合支援法」に基づき，

障害福祉サービス，相談支援及び地域生活支援事業の必要な見込量とその確保のため

の方策を定める「障害福祉計画」並びに「児童福祉法」に基づく「障害児福祉計画」

の３つの性質をもつ計画です。 

○ また，本市では，２１世紀の京都のまちづくりの方針の長期構想である「京都市基

本構想」（2001 年から 25 年間）を具体化するため，「京都市基本計画」を策定し，

持続可能でレジリエンス（しなやかな回復力）のある社会の実現に向けて，取り組ん

でおり，このプランは，「京都市基本計画」の障害者福祉分野における分野別計画と

して策定し，各分野別計画（京都市民長寿すこやかプラン，京都市はぐくみプラン，

京（みやこ）地域福祉推進指針等）との十分な連携の下に推進していきます。 

  

（２）計画期間 

○ このプランは，平成３０年度（２０１８年度）から令和５年度（２０２３年度）ま

での６年間を計画期間としておりますが，障害福祉計画及び障害児福祉計画について

は３年毎の策定が義務付けられているため，３年後の令和２年度に次期計画の策定作

業を行い，それに併せて全体の中間見直しを行いました。 

平成 
28 年度 

 
29 年度 

 
30 年度 

令和 
元年度 

 
2 年度 

 
3 年度 

 
4 年度 

 
5 年度 

        

        

        

        

２ 

障害者施策推進計画 

第５期障害福祉計画 第６期障害福祉計画 

前プラン 

第 4 期 
障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 第２期障害児福祉計画 

京都市未来こども 
はぐくみプラン 

京都市はぐくみプラン 
（京都市⼦ども・若者総合計画）  

中間見直し 

はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン 
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（３）他計画との関係性 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政の基本方針 

京都市基本構想（グランドビジョン） 

２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想 

＜平成１３年～令和７年＞ 

障害者福祉の分野別計画 

京都ほほえみプラン 

 

 

 

 

障害福祉サービス等の必要 

見込み量や提供体制に関する

計画 

 ◆計画期間◆ 

令和３年度～令和５年度 

障
害
者
基
本
法 

障害者総合支援法 

 
「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」 

 
基本構想の具体化のために全市的観点か

ら取り組む主要な政策を示す計画 
 

＜令和３年度～令和７年度＞ 

 

各区基本計画 
 

基本構想に基づく各区の個性を生かした

魅力ある地域づくりの指針となる計画 
 

＜令和３年度～令和７年度＞ 

 
 

障害のある人の状況等を踏まえた障害のある人に

関する基本的な計画 

◆計画期間◆ 平成３０年度～令和５年度 

 

 

 

障害児通所支援等の必要見

込み量や提供体制に関する

計画 

 ◆計画期間◆ 

令和３年度～令和５年度 

児童福祉法 

子育て支援の 

分野別計画 

 

  
 

 

 

 

子育て・若者支援施策

の総合的な計画 

◆計画期間◆ 

令和２年度 

～令和６年度 

 

京 都 市は ぐく み 

プ ラ ン（ 京都 市 

子ども・若者総合

計画） 

第２期京都市 

障害児福祉計画 

第６期京都市 

障害福祉計画 

京都市障害者施策推進計画 

連携 
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第２章 これまでの計画の取組状況 
 

１ ⽀えあうまち・京都ほほえみプランの取組状況 
 

（１）全体的な取組状況 

 「支えあうまち・京都ほほえみプラン」（前プラン）は，平成２５年度から平成２９

年度までの５年間を計画期間とする「障害者基本法」に規定する障害のある人の福祉に

関する施策の基本計画として策定したものです。 

 前プランでは，今後実施すべき２０６項目の具体的取組を掲げており，プランの着実

な推進に取り組んできた結果，全ての取組が実施済み又は実施中となっております。 

 

施 策 目 標 取組項目 

取組状況 

実施済 

又は 

実施中 

検討中 

１ お互いに認め合い支え合ってくらすまちづくり ６７ ６７ ０ 

２ 自立した地域生活の促進 ５９ ５９ ０ 

３ 
障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福

祉と教育の充実 
３７ ３７ ０ 

４ 生きがいをもって働くことができる社会づくり ２１ ２１ ０ 

５ 生活しやすい社会環境の整備 ２２ ２２ ０ 

計 ２０６ ２０６ ０ 

 

  

１ 
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（２）施策目標ごとの主な取組について 

 ○ お互いに認め合い支え合ってくらすまちづくり 

   お互いに認め合い支え合ってくらすまちづくりのために，相談支援の充実や差別

解消法に基づく取組，コミュニケーション支援の強化などに取り組んできました。 

  ●主な取組事業例● 

  ・地域における相談機能の中核となる「基幹相談支援センター」を市内５圏域に設

置（２５年度） 

  ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領を策定・周知 

（２７年度） 

   ・手話言語条例の制定を受けて，市民向け手話学習番組「しゅわしゅわ京都」の制

作・放映（２９年度） 

 

 ○ 自立した地域生活の促進 

  障害や疾病があっても住み慣れた地域で心豊かに，すこやかに安心して暮らすこ

とができるよう，障害特性に合わせた適切な保健・医療サービスの提供に取り組ん

できました。 

  ●主な取組事業例● 

  ・高次脳機能障害専門相談窓口として「高次脳機能障害者支援センター」を設置 

（２７年度） 

  ・自殺対策の指針となる「きょう いのち ほっとプラン」（京都市自殺総合対策

推進計画）を改定（２８年度） 

 

 ○ 障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 

   障害のある子どもに対する保育，療育の実施に当たり，それぞれが必要とする支

援の内容を把握し，各関係機関が連携した支援体制を構築するとともに，インクル

ーシブ教育の理念を踏まえ，すべての子どもたちが共に学び合い，育ち合う教育を

推進する取組を進めてきました。 

  ●主な取組事業例● 

  ・障害児の放課後支援，通学支援の拡充に向け，移動支援に「ほほえみネット」を

新設（２５年度） 

  ・重度心身障害児を通わせる放課後等デイサービス又は児童発達支援事業所の新規

開設に対する助成を実施（２７年度） 

  ・市内全ての就学前施設において就学支援シート事業を実施（２６年度） 
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 ○ 生きがいをもって働くことができる社会づくり 

 障害のある人が生きがいをもって社会参加できるまちづくりのために，就労の場

の確保を図るとともに，就労を支援する体制の整備に取り組んできました。 

  ●主な取組事業例● 

  ・障害のある人が働ける職域の設計や特例子会社設立等のノウハウを必要としてい

る企業等に対して，障害者雇用促進アドバイザーの派遣制度の実施（２５年度） 

  ・障害福祉サービス事業所や総合支援学校等の関係機関が連携した職場への定着支

援として，京都市障害者職場定着支援等推進センターを開設（２６年度） 

  ・地域企業と障害福祉事業所との連携による新商品開発プロジェクトを実施 

（２６年度） 

  

 ○ 生活しやすい社会環境の整備 

   障害のある人の活動の場や行動範囲を広げ，自由な社会参加を促進するために，

建物や道路等のバリアフリー化を推進するほか，障害のある人を災害から守り，安

心・安全な暮らしを確保するために，福祉避難所の拡充や，避難支援体制の確立に

向けた仕組みづくりを進めてきました。 

  ●主な取組事業例● 

 ・福祉避難所の適切な運営に向け「京都市福祉避難所移送対象者の選定及び受入調

整等に係るガイドライン」を策定（２６年度） 

  ・地下鉄烏丸線（烏丸御池駅，四条駅，京都駅）への可動式ホーム柵の設置 

（２６，２７年度） 

  ・双方向カメラを活用した聴覚障害のある人との筆談機能を有するＩＣ対応型多機

能インターホンを四条駅と京都駅の無人改札口に設置（２８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          
障害者福祉予算は年々増額。平成 2９年度は，平成１９年度の約 1.7 倍になっています。 

＊平成 29 年度に創設された⼦ども若者はぐくみ局への移管事業分を含めた額になります。 

384 

(単位：億円) 
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１ 第５期障害福祉計画（平成 30 年度〜令和 2 年度）の取組状況 
 

（１）計画の概要 

  「障害者総合支援法」に基づき，国の基本指針や本市の実情等を踏まえたうえで 

平成 30 年度から令和 2 年度までの「成果目標」を設定するとともに，目標を達成

するため，障害福祉サービス等の必要な見込み量及びその確保のための方策を定めた

ものです。 

（２）進捗状況 

○ 施設入所者の地域生活への移行 

  

 

   
 

（注 1）平成 30 年度から令和 2 年度末までの間に入所施設から地域生活へ移行する人数 

（注 2）平成 30 年度から令和元年度末までの間に入所施設から地域生活へ移行した人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 人 数 

令和 2 年度末時点の目標（注 1）ａ ４５人以上 

令和元年度末時点の実績（注 2）ｂ １０人 

 進捗率（ｂ／ａ） ２２．２％ 

２ 

 現在，超長期にわたる施設入所により，地域での生活拠点を失い，地域生活への意

欲を著しく低下した人たちが少なくない現状があります。こういった場合においては，

成果目標ありきの数字合わせのための地域移行であってはならず，一人一人の自己決

定を尊重し，高齢化した家族に負担をかけることなく，円滑に地域移行を進める必要

があります。 

 このことから，「第６期障害福祉計画」においては，第５期計画に引き続き，実情を

踏まえた地域移行を推進できる数値目標を掲げることとしますが，合わせて，グルー

プホームの設置促進等による地域生活の環境づくり，重度障害者に対する福祉サービ

スをはじめ支援サービス充実と連携した当事者の意欲向上と生活スキル向上への取組

の充実にも，積極的に取り組んでいくものとします。 

また，地域生活への移行が困難な方の施設生活の質の向上にも同時に取り組んでい

く必要があります。 
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○ 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

① ６月に入院した患者の入院後３箇月時点の退院率 

② ６月に入院した患者の入院後６箇月時点の退院率 

③ ６月に入院した患者の入院後１年経過時点の退院率 

④ 令和元年６月末時点の長期（１年以上）在院者数の削減割合 

区 分 

①入院後 

３箇月の 

平均退院率 

②入院後 

６箇月の 

平均退院率 

③入院後 

１年の 

平均退院率 

④１年以上長期入院患者数 

６５歳以上 ６５歳未満 

令和 2 年度時点の目標

（注 1）ａ 
６９％以上 ８４％以上 ９０％以上 １，２５０人以下 １９５人以下 

令和元年度時点の実績

（注 2）ｂ 
５７．９％ ７９．２％ ８６．９％ １，３８１人 ２７７人 

 進捗率（ｂ／ａ） ８３．９％ ９４．３％ ９６．６％ ８９．５％ ５７．９％ 

（注 1）①，②及び③は，令和元年 6 月に入院した患者の退院率 

④は，令和 2年 6 月 30 日 0 時時点の在院患者数 

（注 2）①，②及び③は，平成 30 年 6 月に入院した患者の退院率（京都府の調査による

最新数値） 

④は，令和元年 6 月 30 日 0 時時点の在院患者数（国が実施している精神保健福

祉資料（630 調査）による最新数値） 

○ 障害福祉サービス事業所等から一般就労への移行 

区 分 
一般就労への 

移行者数 

就労定着支援に

よる職場定着率 

令和 2 年度末時点の目標（注 1）ａ ２４３人以上 ８０％以上 

令和元年度末時点の実績（注 2）ｂ ２８６人 ９２．２％ 

 進捗率（ｂ／ａ） １１７．７％ １１５．３％ 

 （注 1）令和 2 年度中に障害福祉サービス事業所等から一般就労へ移行する人数 

 （注 2）令和元年度中に障害福祉サービス事業所等から一般就労へ移行した人数 

 

 

○ 障害者の地域生活の支援 

区 分 取組状況 

地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点に求められる５つの機能（①相

談，②緊急時の受入れ・対応，③体験の機会・場，

④専門的人材の確保・養成，⑤地域の体制づくり）

を面的に整備＊することで，地域生活支援拠点の

更なる整備を進める。 

   ＊地域における複数の機関が分担して機能を担うこと 
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１ 第１期障害児福祉計画（平成 30 年度〜令和 2 年度）の取組状況 
 

（１）計画の概要 

  「児童福祉法」に基づき，国の基本指針や本市の実情等を踏まえたうえで平成 30

年度から令和 2 年度までの「成果目標」を設定するとともに，通所支援等の必要な

見込み量及びその確保のための方策を定めたものです。 

（２）進捗状況 

区 分 取組状況 

児童発達支援センターの設置 市内に９箇所設置 

保育所等訪問支援を利用できる

体制の構築 

・市内に１１箇所設置 

・重症心身障害児や児童発達事業所等の実態把握

調査を実施 

主に重症心身障害児を支援する

児童発達支援事業所，放課後等

デイサービスの確保 

・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

（３箇所），放課後等デイサービス（５箇所）

を確保 

・重症心身障害児や児童発達事業所等の実態把握

調査を実施 

医療的ケア児支援の協議の場

の設置 

・重症心身障害児や児童発達事業所等の実態把

握調査を実施 

 

  

３ 
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第 3 章 障害者⽣活状況調査の結果 
 

１ 障害者⽣活状況調査の概要 
 

本市では，本計画を策定するにあたり，障害のある人の状況やニーズを的確に把握す

ることを目的として，アンケート調査を実施しました。 

 

（１）調査実施期間 

○基 準 日：平成 28 年 11 月 1 日 

○調査実施期間：平成 28 年 11 月 2 日から 11 月 30 日まで 

 

（２）調査対象者及び抽出方法 

○身体・知的障害のある人への調査 

平成 28 年 11 月１日現在，市内に住所を有し，身体障害者手帳又は療育手帳の交付

を受けている人の中から無作為抽出し，郵送により実施しました。 

 

・A調査：身体障害のある人（18歳以上） 540人回答／1,000人配布〔回収率54.0％〕 

・B 調査：身体障害のある人（18 歳未満） 442 人回答／800 人配布〔回収率 55.3％〕 

・C調査：知的障害のある人（18歳以上） 495人回答／1,000人配布〔回収率49.5％〕 

・D 調査：知的障害のある人（18 歳未満） 408 人回答／800 人配布〔回収率 51.0％〕 

 

○精神障害のある人への調査 

平成 28 年 11 月 1 日現在，京都市内に住所を有し，認知症疾患及び知的障害を除

く精神障害全疾患（てんかんを含む。）に該当する人のうち，次の要件を満たす入院患

者・精神科病院の専門職・通院患者・入院及び通院患者の家族を対象に，医療機関の協

力を得て実施しました。 

 

・E 調査：市内に住所を有し，精神障害全疾患に該当し，市内及び隣接地域の精神科病

床に入院している人で精神障害者保健福祉手帳の取得者又は同手帳 1～3 級程度に

該当する人 114 人回答／340 人配布〔回収率 33.5％〕 

・Ｆ調査：精神障害のある患者が入院する病院の専門職（Ｅ調査の対象者の状況をよく

知る医療従事者） 195 人回答／340 人配布〔回収率 57.4％〕 

・G 調査：市内に住所を有し，精神障害全疾患に該当し，市内及び隣接地域の精神科・

１ 
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神経科を標榜する医療機関において通院医療を受けている人で精神障害者保健福祉

手帳の取得者 101 人回答／68０人配布〔回収率 14.9％〕 

・H 調査：精神障害のある患者の家族  

（Ｅ及びＧ調査の対象者の家族）63 人回答／870 人配布［回収率 7.2％〕 

 

この他，参考調査として，発達障害のある人を対象とした調査（Ｉ調査）及び高次脳

機能障害のある人を対象とした調査（Ｊ調査），難病がある人を対象とした調査（Ｋ調

査）を，障害者団体の協力を得て会員を対象に実施しました。 

 

１ 調査結果からの主な課題 
 

この項目において， 

 

〔Ａ調査〕身体障害のある人（18 歳以上） ⇒身体障害者 

〔Ｂ調査〕身体障害のある人（18 歳未満） ⇒身体障害児 

〔Ｃ調査〕知的障害のある人（18 歳以上） ⇒知的障害者 

〔Ｄ調査〕知的障害のある人（18 歳未満） ⇒知的障害児 

〔Ｅ調査〕精神障害のある入院患者 ⇒精神障害者（入院） 

〔Ｆ調査〕精神障害のある患者が入院する病院の専門職 ⇒精神障害者（専門職） 

〔Ｇ調査〕精神障害のある通院患者 ⇒精神障害者（通院） 

〔Ｈ調査〕精神障害のある患者の家族 ⇒精神障害者（家族） 

〔Ｉ調査〕発達障害のある人 ⇒発達障害者 

〔Ｊ調査〕高次脳機能障害のある人⇒高次脳機能障害者 

〔Ｋ調査〕難病のある人 ⇒難病患者 

 

と表記しています。 

  

２ 
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（１）障害の重複化により，変化するニーズへの対応が求められる 

 

○いずれの障害でも主な介助者の高齢化が顕著となっており，支援のニーズ（権利擁護

支援など）の変化への対応が求められていました。 

○また，併せて，24.7％が，複数の障害のある人（重複障害）であり，より多様化する

ニーズに対して,専門的な対応が必要となります。 

 

■対象者の年齢（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2
0.2
2.6
3.9
7.6

16.3
69.1

0.2

0 20 40 60 80

０・１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６～11歳
12～14歳
15～17歳
18・19歳

20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

不明・無回答

Ａ 身体障害者

4.9 
2.3 
5.0 
6.6 
4.1 

32.1 
22.0 
20.8 

1.6 

0.7 

0 20 40 60 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ｂ 身体障害児

4.4 
22.8 
22.0 
21.2 

12.5 
7.9 
5.1 
4.0 

0 20 40 60 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ｃ 知的障害者

0.2 
0.5 
5.9 
7.8 
7.1 

43.5 
17.6 
14.9 

2.0 

0.5 

0 20 40 60 80

０・１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６～11歳
12～14歳
15～17歳
18・19歳

20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

不明・無回答

Ｄ 知的障害児

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
4.4 

14.9 
24.6 
28.9 

21.9 
4.4 

0 20 40 60 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ｅ 精神障害者（入院）

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 

13.9 
35.6 

20.8 
17.8 

5.0 
2.0 

0 20 40 60 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ｇ 精神障害者（通院）

0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
1.7 

15.7 
13.9 

8.7 
6.1 

30.4 
12.2 

8.7 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 

0 20 40 60 80

０・１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６～11歳
12～14歳
15～17歳
18・19歳

20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

不明・無回答

Ｉ 発達障害者

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 

22.0 
28.0 

24.0 
18.0 

2.0 
0.0 

0 20 40 60 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ｊ 高次脳機能障害者

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
3.4 

10.3 
13.8 

36.2 
32.8 

0.0 

0 20 40 60 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ｋ 難病患者
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■主な介護者の年齢（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

0.7 

2.2 

6.5 

13.7 

25.2 

46.0 

5.8 

0 20 40 60

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

不明・無回答

Ａ 身体障害者

2.4 

3.4 

28.2 

46.7 

8.9 

1.0 

0.0 

9.3 

0 20 40 60

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｂ 身体障害児

0.0 

0.0 

1.0 

8.7 

24.8 

28.2 

20.9 

16.5 

0 20 40 60

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｃ 知的障害者

0.0 

2.8 

33.5 

45.6 

3.7 

0.0 

0.5 

14.0 

0 20 40 60

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｄ 知的障害児

0.0 

1.2 

6.0 

27.4 

35.7 

15.5 

6.0 

8.3 

0 20 40 60

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

不明・無回答

Ｉ 発達障害者

0.0 

9.1 

9.1 

4.5 

22.7 

31.8 

18.2 

4.5 

0 20 40 60

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｊ 高次脳機能障害者

0.0 

0.0 

11.1 

0.0 

16.7 

22.2 

44.4 

5.6 

0 20 40 60

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｋ 難病患者
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（２）サービスの利用動向を踏まえ，提供体制，量の確保が求められる 

 

○サービスの利用は，ホームヘルプサービス，短期入所（ショートステイ）などで「将

来，必要になった時に利用したい」，「現在利用している又は利用したことがある」の

比率が年々高まっており，障害福祉計画においても，必要なサービス量が確実に確保

されるよう，効果的な計画の策定が必要です。 

 

■ホームヘルプサービス（居宅介護・重度訪問介護）の利用（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■短期入所（ショートステイ）の利用（単位：％） 

 

 

 

 

 

  

19.4 

17.2 

16.8 

2.9 

22.8 

16.5 

22.0 

5.2 

12.4 

21.0 

18.0 

11.3 

15.8 

26.1 

14.0 

27.6 

0.6 

1.1 

0.4 

2.0 

2.2 

4.8 

2.6 
4.9 

4.0 

2.6 

2.0 

50.9 

50.9 

40.0 

72.3 

45.5 

48.7 

46.0 

60.3 

14.4 

5.0 

22.2 

8.6 

9.9 

6.1 

16.0 

6.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ａ 身体障害者

Ｂ 身体障害児

Ｃ 知的障害者

Ｄ 知的障害児

Ｇ 精神障害者（通院）

Ｉ 発達障害者

Ｊ 高次脳機能障害者

Ｋ 難病患者

現在,利用している又は利用したことがある 将来必要になったときに利用したい

利用を希望したが,利用できなかった 制度を知らなかったので,利用したことがない

必要がないので利用したことがない 不明・無回答

10.2 

11.3 

20.0 

2.7 

5.0 

21.7 

12.0 

3.4 

11.7 

24.7 

14.3 

17.6 

14.9 

26.1 

16.0 

22.4 

0.2 

2.3 

0.6 

1.0 

1.7 

2.0 

2.8 

3.6 

1.8 

4.2 

9.9 

4.3 

2.0 

50.9 

52.0 

39.8 

65.0 

56.4 

39.1 

48.0 

63.8 

24.3 

6.1 

23.4 

9.6 

13.9 

7.0 

20.0 

10.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ａ 身体障害者

Ｂ 身体障害児

Ｃ 知的障害者

Ｄ 知的障害児

Ｇ 精神障害者（通院）

Ｉ 発達障害者

Ｊ 高次脳機能障害者

Ｋ 難病患者

現在,利用している又は利用したことがある 将来必要になったときに利用したい

利用を希望したが,利用できなかった 制度を知らなかったので,利用したことがない

必要がないので利用したことがない 不明・無回答
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48.4 

21.5 

20.9 

19.3 

8.7 

0 20 40 60 80

道路や駅に階段や段

差が多い

道路に自転車などの

障害物が多い

車などに危険を感じる

利用する建物の設備

（トイレ・エレベーター

など）が不備

利用できる交通機関

が少ない

Ａ 身体障害者

43.4 

38.9 

32.1 

17.4 

12.7 

0 20 40 60 80

道路や駅に階段や段

差が多い

利用する建物の設備

（トイレ・エレベーター

など）が不備

車などに危険を感じる

道路に自転車などの

障害物が多い

利用できる交通機関

が少ない

Ｂ 身体障害児

21.6 

16.8 

16.8 

12.5 

11.1 

0 20 40 60 80

電車の遅れや急な停

止、その他通常以外

の事態が起こったと…

道路や駅に階段や段

差が多い

車などに危険を感じる

駅や道路の案内や表

示がわかりにくい

利用できる交通機関

が少ない

Ｃ 知的障害者

39.5 

30.4 

9.6 

8.8 

8.1 

0 20 40 60 80

車などに危険を感じる

電車の遅れや急な停

止、その他通常以外

の事態が起こったと…

駅や道路の案内や表

示がわかりにくい

利用できる交通機関

が少ない

道路や駅に階段や段

差が多い

Ｄ 知的障害児

48.7 

24.3 

20.0 

10.4 

7.8 

0 20 40 60 80

電車の遅れや急な停

止、その他通常以外

の事態が起こったと…

介助者（ガイドヘル

パーなどを含む）が不

足している

車などに危険を感じる

駅や道路の案内や表

示がわかりにくい

利用できる交通機関

が少ない

Ｉ 発達障害者

32.0 

28.0 

28.0 

24.0 

20.0 

0 20 40 60 80

道路や駅に階段や段

差が多い

利用できる交通機関

が少ない

車などに危険を感じる

利用する建物の設備

（トイレ・エレベーター

など）が不備

道路に自転車などの

障害物が多い

Ｊ 高次脳機能障害者

65.5 

37.9 

37.9 

36.2 

15.5 

0 20 40 60 80

道路や駅に階段や段

差が多い

車などに危険を感じる

道路に自転車などの

障害物が多い

利用する建物の設備

（トイレ・エレベーター

など）が不備

利用できる交通機関

が少ない

Ｋ 難病患者

電車の遅れや急な停止、そ

の他通常以外の事態が起

こったときに、強い不安を感じ

たりパニックになったりする

電車の遅れや急な停止、そ

の他通常以外の事態が起

こったときに、強い不安を感じ

たりパニックになったりする

電車の遅れや急な停止、そ

の他通常以外の事態が起

こったときに、強い不安を感じ

たりパニックになったりする

（３）バリアフリー化や外出に関する支援は進展するも，ニーズの増大が予想される 

 

○外出の際の問題点として，道路の段差や障害物，設備等に関する回答は前回調査と同

様高くなっています。本市でもバリアフリー社会の実現を図ってきましたが，今後も

ニーズは増大・多様化することが予想されます。 

 

■外出の際の問題点（複数回答）（単位：％） 
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（４）職場定着支援や，多様な就労の場の拡充が必要 

 

○就職後も障害のある人が長く仕事を続けられるための支援を希望する方が，どの障害

種別においても2割を超えています。全ての障害種別に共通する職場定着支援を推進

するとともに，引き続き，障害特性を踏まえた多様な就労の場を拡充していくことが

求められます。 

 

■障害のある人の雇用・就業に関して必要なこと（「就職後も障害のある人が長く仕事

を続けられるための支援」と回答した割合，複数回答設問）（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）障害のある女性への専門的支援の必要性 

 

○「就労している（就労していた）」と回答した男女の割合が，身体障害や高次脳機能

障害のある人で，女性は男性の5割，発達障害のある人で，女性は男性の6割となっ

ています。今後，障害のある女性へのサービス提供には複合的な困難に対する専門的

な対応が求められます。 

 

  

20.0 

26.3  26.7 
30.9 

34.7  36.2 

0

10

20

30

40

Ａ 身体障害者Ｃ 知的障害者Ｇ 精神障害者

（通院）

Ｉ 発達障害者Ｊ 高次脳機能

障害者

Ｋ 難病患者

「就職後も障害のある人が長く仕事を続けられるための支援」と回答した割合
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（６）７割以上が社会参加せず，より一層の促進が求められる 

 

○スポーツや文化活動等の社会参加の状況において「参加していない」が，発達障害の

ある人，難病患者を除いて7割を超えています。一方で，現在，社会的活動に参加し

ていない人の今後の参加意向については，精神障害（通院），発達障害のある人，難

病患者で5割を超えており，より一層，地域活動の場の確保等，社会参加の促進を図

る必要があります。 

 

■スポーツや文化活動への参加状況（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スポーツや文化活動への参加希望（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.9 

18.0 

20.8 

45.2 

16.0 

50.0 

80.2 

77.2 

75.2 

53.0 

80.0 

46.6 

5.9 

4.8 

4.0 

1.7 
4.0 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ａ 身体障害者

Ｃ 知的障害者

Ｇ 精神障害者（通院）

Ｉ 発達障害者

Ｊ 高次脳機能障害者

Ｋ 難病患者

参加している 参加していない 不明・無回答

22.9 

28.3 

53.9 

57.4 

42.5 

55.6 

71.4 

64.4 

42.1 

39.3 

57.5 

40.7 

5.8 

7.3 

3.9 

3.3 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ａ 身体障害者

Ｃ 知的障害者

Ｇ 精神障害者（通院）

Ｉ 発達障害者

Ｊ 高次脳機能障害者

Ｋ 難病患者

参加してみたい 参加したくない 無回答
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（７）災害時の不安の解消に向けて地域との関係構築が求められる 

 

○「災害時」の不安については，すべての障害種別で「自分で避難できない」，「初期消

火ができない」，「医療器具の使用や服薬ができなくなる」の回答割合が高く，発達障

害のある人では「少しの時間でも避難所で過ごすことができない」の回答割合が最も

高くなっています。 

○これら「避難所への誘導」，「初期消火」，「避難所での生活」への不安を解消するため

は，日頃から地域との関係構築，つながりをコーディネートしていく役割と機能が求

められます。 

 

■災害に巻き込まれたときの不安（複数回答）（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.1 

21.9 

33.0 

14.3 

10.0 

5.7 

13.0 

12.8 

0 20 40 60 80

自分で避難ができな

い

初期消火ができない

医療器具の使用や服

薬ができなくなる

少しの時間でも避難

所で過ごすことが…
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（８）障害のある人の地域生活を支援していくための取組が求められる 

 

○「グループホームや一人暮らしなどを体験する機会」が，知的障害のある人（18歳

以上）では17.6％，知的障害のある人（18歳未満）では18.9％，発達障害のある人

では25.2％となっており，「障害のある人に配慮した住まい（公営住宅等）がほしい」

が，身体障害のある人（18歳以上）では13.0％，身体障害のある人（18歳未満）で

は15.6％，知的障害のある人（18歳以上）では16.0％，知的障害のある人（18歳

未満）では20.3％，精神障害のある人（通院）では17.8％となっています。 

○入所施設や精神科病院から地域生活への移行・定着を促進するとともに，障害のある

人の地域生活を支援していくための取組が重要な課題であるといえます。 

 

■福祉施策への要望（「グループホームや一人暮らしなどを体験する機会がほしい」と

回答した割合，複数回答設問）（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福祉施策への要望（「障害のある人に配慮した住まい（公営住宅等）がほしい」と回

答した割合，複数回答設問）（単位：％） 
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第４章 計画の基本⽅針等 

 

 

５ つ の 施 策 ⽬ 標 

１ お互いに認め合い⽀え合って暮らすまちづくり 

２ 地域で⾃⽴して⽣活できる仕組みづくり 

３ 安⼼して⽣活できる社会環境の整備 

４ ⽣きがいや働きがいをもてるまちづくり 

５ 障害や疾病等で⽀援が必要な⼦どもに対する福祉と教育の充実 
 

 

施策⽬標ごとの施策体系 

施策⽬標１ 啓発，相談⽀援，意思疎通⽀援・情報保障，⼿話 

施策⽬標２ 福祉サービス，住まい・暮らし，地域交流 

施策⽬標３ 健康・医療，こころの健康，難病⽀援，ユニバーサルデザイン， 
災害対策，権利擁護 

施策⽬標４ 社会参加，⽂化・スポーツ，就労 

施策⽬標５ 
早期発⾒・早期⽀援，特性や状況に応じた⽀援の提供， 
相談・⽀援・連携体制の強化，⼀⼈⼀⼈のニーズに応じた教育の
推進 

 
障害のあるひともないひとも，すべてのひとが違いを認め合い， 
                         ⽀え合うまちづくりを推進する 

基本⽅針 
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第５章 共⽣社会実現に向けた具体的施策 
 

１ 重点⽬標 
 
    各施策目標を横断し，全てを貫く重要な視点として，重点目標を設定します。 

（１）重点目標１ 

「重複障害」や「重度障害」への適切な対応，ひきこもりに対する支援などの 

複合的支援を充実します 

 保健福祉センター，障害福祉サービス事業所等への専門的観点からのバックア

ップやサポートの体制整備と，関係機関との総合的支援ネットワークの構築に取

り組むことにより，「重複障害」や，「重度障害」への適切な対応，ライフステージ

の変化に応じた切れ目のない支援，児童虐待の背景にある保護者や児童の課題等

に加え，ひきこもり支援等，複合的支援の充実を図ってまいります。 

（２）重点目標２ 

障害のある女性など複合的に困難な状況に置かれている人の権利を擁護するた

め，複合差別解消の視点をもって施策を推進します 

 複合差別の視点から，障害者の権利に関する条約第６条にも「障害のある女性」

が掲げられており，障害のある女性など複合的に困難な状況におかれている人の

状況を把握し，既存の取組においても，複合差別解消の視点をもって点検のうえ，

男女共同参画に係る関係機関等とも連携しながら必要な取組を進めていきます。 

（３）重点目標３ 

地域移行に向けて，また，障害のある人がすべて地域で安心して自分らしく生活でき

るよう，地域での理解促進など，市民みんなで支え合う体制の整備を推進します 

 障害のある人が，どこでどのように暮らすかを選択するために必要な情報の提

供や，地域で安心して暮らすための福祉サービスの充実，相談支援体制の更なる充

実など，地域生活への移行に必要な総合的な支援を推進します。 

（４）重点目標４ 

特性や状況に応じて，すべての子どもたちが身近な地域で適切な福祉施策や教育

を受けられるよう，切れ目のない相談や支援を充実します 
 早期発見・早期支援を基本に，特性や状況に応じて，すべての子どもたちが身近

な地域で適切な福祉施策や教育を受けられるよう，相談・支援・連携体制の充実・

強化を図ります。 

１ 
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１  ５つの施策⽬標と具体的施策 

＊施設・設備，サービス，情報，制度等の利用しやすさのこと 

２ 

施策目標１ お互いに認め合い支え合って暮らすまちづくり 

＜現状と方向性＞ 

○ すべての人の命は平等でかけがえのないものであるという理念の下，障害

のある人もない人も共に同じように社会で生活していく共生社会の実現に

向け，すべての市民が障害や障害のある人への正しい理解と認識を深め，お

互いに人権を尊重し合う市民意識の高揚を図る取組が重要です。 

 「障害者生活状況調査」においても，「社会が，障害のある人に理解と関心

をもってほしい」，「精神障害，てんかんや発達障害に対する理解を深める活

動を進めてほしい」と回答した割合が高くなっており，障害への理解・啓発

への取組の更なる充実が求められています。 

 

○ また，「障害者差別解消法」の認知度について，「障害者生活状況調査」に

よると，「障害者差別解消法」を知らないと回答した割合が高く，身体障害，

知的障害，高次脳機能障害のある人では「内容まで知っている」の回答割合

が２割以下と障害者差別解消法の認知度は高いとはいえない状況です。この

ため「障害者差別解消法」の認知度を高める取組を進めるとともに，差別の

解消に向けた広報・啓発活動を継続実施し，障害のある人の権利利益を侵害

することのないよう，あらゆる場面で，社会的障壁を取り除くための取組を

進めます。 

 

○ 合わせて，社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ＊の向上を推進

する観点から，積極的な広報・啓発活動に努めるとともに，企業・市民団体

等の取組を支援します。 

 

○ 障害のある人が地域社会の中で自立して暮らすために必要とするサービ

スや支援に的確につなげるため，引き続き，相談支援の更なる充実を図ると

ともに，施策のはざまにある人への相談支援の強化に努めていきます。 

 

○ 社会経済情勢の変化等を背景として，市民が抱える福祉的な課題はますま

す多様化・複合化していることから，ひきこもりをはじめ，課題を抱える世

帯への支援を本市として積極的に取り組みます。 

【中間見直しで新たに取り組む課題】 
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１ 市民等に対する啓発・広報活動の推進 

 「社会モデル＊」による障害者の定義や，「合理的配慮」の必要性などをはじ

め，障害や障害のある人への正しい理解と認識を深め，障害のある人もない人

も，お互いの人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指します。 

＊「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているもの 

であり，社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方のこと 

○ 誰もが必要な情報が的確に入手できるよう，わかりやすい情報発信を行

うとともに，点訳化や音訳化など障害の特性に配慮した情報の提供や， 

ヒアリングループの普及等，必要な情報を得るための方法の選択肢の拡大

に努めます。 

 

○ 令和元年６月に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読

書バリアフリー法）が公布，施行され，視覚障害，発達障害，肢体不自由

その他の障害により，読書や図書館の利用に困難を伴う人が読書を通じて

文字・活字文化に触れることのできる環境整備を進めることとされ，本市

においても読書に親しみやすい環境づくりの取組を進めていきます。 

【中間見直しで新たに取り組む課題】 

 

○ 本市では，平成２８年３月，「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会

を目指す条例」を制定しました。この条例では，｢手話とは，音声ではなく

手や指，体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語

である。｣とし，基本理念には，手話が言語であること及びろう者をはじめ，

中途失聴者，難聴者その他の手話を必要とする人が，より豊かな生活や人

間関係を築くため手話によりコミュニケーションを円滑に図る権利を有

し，すべての人が相互に人格と個性を尊重することを掲げています。 

  また，本市の責務として，「手話を必要とする人が，安心して生活し，又

は滞在することができるよう，必要な配慮を行い，手話に関する施策を総

合的かつ計画的に実施しなければならない。」と定めています。 

 この手話言語条例の基本理念に基づき，手話に対する理解促進及び手話

の普及等を推進することにより，すべての人がお互いを尊重し合いながら

共生することのできる社会の実現を目指します。 

啓 発 
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２ 障害福祉を支える担い手等に対する啓発の推進 

  障害福祉サービスの提供事業者等に対して，障害理解や権利擁護について

の啓発を目的とし，全市向け・圏域ごとの研修を実施するほか，企業等に対

して，障害のある人の雇用の促進に向け，京都府や京都労働局と協力し，啓

発活動に取り組みます。 

  また，企業や団体，公的機関等に対しても，１と同様に障害や障害のある人

への正しい理解と認識を深めるための啓発に取り組みます。 

 

３ 障害を理由とする差別の解消に向けた取組の推進 

 身体障害，知的障害，精神障害のある人だけでなく，難病患者等も含め，障

害や社会的障壁によって，日常生活や社会生活に相当な制限を受け，生きづら

さを抱えるすべての方を対象として，あらゆる差別の解消に向けた取組を積

極的に展開していきます。 

 また，特に障害のある女性は，障害に加えて女性であることにより，さらに

複合的に困難な状況におかれている場合があることに留意し啓発に取り組み

ます。 

 

 

 

 

４ 相談支援体制の充実 

  障害のある人の様々な相談ニーズに応じ，円滑かつ適切な福祉サービスの

利用につながるよう，地域の身近な窓口である保健福祉センター，障害者地域

生活支援センターにおいて，障害のある人本人の意思を尊重したきめ細かな

相談支援の提供に努めるとともに，計画相談支援を提供する事業所の設置促

進と相談支援従事者に対する研修の実施等による質の向上を図り，相談機能

を充実させていきます。 

  複合的な課題等，一つの施策や制度，機関だけで対応することが困難なもの

へ効果的な支援が行えるよう，「障害者地域自立支援協議会」においてネット

ワークを構築し，相互の連携と情報提供による相談支援を行う体制を整備し

ます。 

  また，ピアカウンセラーである障害者相談員等の相談支援により，相談支援

の活動の充実を図ります。 

 

 

 

相談支援 
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５ 専門相談機能の充実 

 地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター，発達障

害者支援センターかがやきなどの専門相談機関がその機能を最大限発揮し，

ニーズに応じた相談支援を行います。 

 また，地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター，

児童福祉センターの３施設が一体化し連携することで，保健福祉センターへ

の専門的観点からのバックアップや障害福祉サービス事業所等に対する地域

の支援力向上のサポート等を行い，より専門的な相談支援の充実を図ります。 

 

６ 切れ目のない支援の提供 

  ３施設が一体化した新施設が，保健福祉センター等へ専門的観点からのバ

ックアップやサポートを行うなど，連携を強化することで，障害のある人やそ

の家族等のニーズや課題に早期に気付いて必要な支援策につなぎ，地域や関

係機関とともに支える切れ目のない支援を行うとともに，子どもから大人へ

の移行だけでなく，６５歳到達後もニーズに応じた適切な対応を行います。 

  また，保健福祉センター及び障害者地域生活支援センターにおける相談対

応と合わせて，休日や夜間・早朝等の時間帯においても相談に応じられる体制

を整備することにより，２４時間・３６５日の切れ目のない相談支援の提供に

取り組みます。 

 

７ ひきこもり等複合的な課題に対する支援 

  ひきこもりをはじめ，多様で複雑化した課題を抱える世帯への支援に当た

り，支援の受け手を中心とした包括的な寄り添い支援を行います。 

 

 

 

 

８ 意思疎通支援の充実 

 障害により情報の取得や伝達に困難を生じる人の生活の質の向上に向け，

要約筆記者等の意思疎通支援者の派遣や，ヒアリングループの普及，意思疎通

が困難な重度障害のある人が入院した際のコミュニケーション支援の充実な

ど，コミュニケーション方法に応じた必要な支援を実施します。 

 また，誰もが必要な情報にアクセスできるよう，市民や企業等に対し，情報

発信や事業活動などを行う際に必要となる配慮事項について周知を図ります。 

 

意思疎通支援・情報保障 
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９ 視覚障害のある人等の読書環境の整備の推進 

  アクセシブルな書籍等の提供や，障害の種類・程度に応じた配慮を行うこと

で，視覚障害のある人等の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現を図ります。 

 

10 行政情報における合理的配慮の推進 

 必要な情報が必要な人に届くよう，わかりやすい広報を行うとともに，カラ

ーユニバーサルデザインへの配慮，点訳化や音訳化など，障害特性に配慮した

情報の提供や，情報利用のための手段についての選択肢の拡大に努めます。 

 

 

 

 

11 手話に対する理解促進及び普及 

  ろう者をはじめとする当事者と関わりながら，手話の意義や役割への理解

を深めたり，手話に気軽に触れ，体験できる機会を児童生徒や市民に対し様々

な形で提供していきます。 

 

12 コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備 

   手話を必要とする人が可能な限り手話により意思の伝達を行い，コミュニ

ケーションを図ることができるよう，手話通訳者の養成や派遣，当事者が手

話を学ぶ機会の提供等の環境の整備を進めていきます。 

 

＜第６期障害福祉計画＞ 

○相談支援体制の充実・強化等 

項  目 成果目標及び考え方 

相談支援体制の充実・強化

等に向けた取組の実施体制

の確保 

下記４点を実施することにより相談支援体制の充実・強

化等を図る。 

①総合的・専門的な相談支援として，市内 15 箇所に設

置している障害者地域生活支援センター，切れ目のな

い相談窓口として設置している京都市障害者休日・夜

間相談受付センターでの相談受付件数（R5：189,410

件） 

②市内15箇所に設置している障害者地域生活支援セン

ターでの専門的な指導・助言（R5：5,129 件） 

③基幹相談支援センターで実施している人材育成のた

めの研修実施件数（R5：24 件） 

④基幹相談支援センターで実施している相談支援従業

者同士の交流ができる研修の実施回数（R5：24 件） 

手 話 
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施策目標２ 地域で自立して生活できる仕組みづくり 

＜現状と方向性＞ 

○ 障害のある人が，住み慣れた地域で自立して生活し，家族介護を前提とせ

ず暮らすためには，居宅介護や生活介護，短期入所など，必要とする福祉サ

ービスを十分に提供できる体制が必要です。 

  さらに，医療的ケアが必要な人や重症心身障害のある人，強度行動障害の

ある人等への十分な支援，本人やその家族の高齢化に伴い生じる様々なニ

ーズへの対応，緊急時の迅速かつ適切な支援など，きめ細かな対応に努める

必要があり，福祉，保健，医療，介護など分野を横断した支援が必要です。 
 

○ 障害保健福祉圏域ごとに設置している５つの地域協議会で把握され，京

都市自立支援協議会で集約した検討課題やニーズとしても，通所先への送

迎手段の確保，一人暮らしの場やグループホーム等の住まいの場の課題，医

療的ケアをはじめ専門的な援助技術が必要な人への支援体制の不足，総合

支援学校卒業生の進路先の確保，介護保険対象となった人への支援などが

挙げられています。 

 

○ 「障害者生活状況調査」においても，ホームヘルプサービス，短期入所（シ

ョートステイ）が，「将来，必要になったときに利用したい」，「現在利用し

ている又は利用したことがある」の比率が年々高まっており，本市のこれら

のサービスの過去の実績を見ても，利用人数及び利用量ともに増加傾向で

推移しており，こうした利用動向を踏まえると，更なるサービスの利用が予

想されるため，必要なサービス量と質の確実な確保に努めることが重要で

す。 

 

○ また，自立支援医療や「新京都方式」等により，障害のある人のサービス

利用等を引き続き支援していきます。 
 

○ 「障害者生活状況調査」において，「グループホームや一人暮らしなどを

体験する機会」や，「障害のある人に配慮した住まい（公営住宅等）がほし

い」の回答が高くなっており，障害のある人それぞれの多様なニーズに応

じた住まいの確保が必要です。入所施設や精神科病院からの地域生活への

移行を促進するとともに，親元からの一人暮らしを希望する障害のある人

の地域生活を支援していくためには，居住支援に加えて，地域の理解を促

進する取組が重要な課題であるといえます。 
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＊障害や疾病があっても，住みなれたところですこやかに安心して暮らすことができるよう， 

医療・保健・福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場 

から協力しあって行う活動のすべてをいいます。 

 

 

 

 

13 障害福祉サービス等の量等の充実 

   障害福祉サービス事業所等の安定的な運営や事業所職員の確保等のため，

国に対し，報酬水準の改善をはじめとする必要な措置を講ずるよう積極的に

働き掛ける等，担い手の確保に取り組みます。 

   また，医療的ケアが必要な人や重症心身障害児者，強度行動障害のある人

等への十分な支援体制が確保できるよう，京都府と連携して必要な援助技術

を有する従事者の育成に努めるとともに，医療型短期入所や強度行動障害の

ある人の受入れ等のサービス提供体制拡充に取り組む事業者への支援を行う

ほか，様々なニーズに対し，障害福祉サービス等の施策の充実による対応に

努めることにより，支援体制の充実を図ります。 
 

 

福祉サービス 

○ 障害のある人が安心して地域で暮らし続けるためには，福祉サービスの

充実や，住まいの確保，障害のある人を介護する家族の負担軽減等だけで

なく，地域リハビリテーション＊の一層の推進や，町内会等の身近な地域で

の交流など，地域住民との顔の見える関係づくりも重要です。それらの取

組に当たっては，障害者団体や地域住民等との連携も必要です。 

  「障害者生活状況調査」によると，災害時における不安として，すべて

の障害種別で，「自分で避難できない」，「初期消火ができない」という回答

割合が高くなっていますが，身近な地域で良好な人間関係を構築すること

ができることで，こうした不安の解消にもつながっていきます。 

 
○ 令和２年は，新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響

が長期化し，障害のある人やその家族，支援者等は不安を感じながら生活

することとなりました。新型コロナウイルス感染症拡大への対策に引き続

き取り組むとともに，そのような状況下においても必要なサービスが継続

的に提供され，障害のある人等が安心して地域で暮らせるよう取り組みま

す。            【中間見直しで新たに取り組む課題】 
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14 障害福祉サービス等の質の向上 

   医療的ケアが必要な人や重症心身障害，強度行動障害のある人等支援の必

要性の高い人をはじめ多様なニーズに応じたきめ細かなサービスが提供され

るよう，障害福祉サービス事業者や相談支援専門員の専門的な技術の向上や

更なる知識の習得に取り組むとともに，管理者等への研修機会を拡大し，事

業所が自主的に業務水準の向上に努めることができる環境づくりを推進しま

す。 

   また，支援困難な課題に対し，専門的な知見からの助言・指導を得て適正

に対応できるよう，障害者地域自立支援協議会の支援会議へアドバイザー派

遣を実施する等，質の高いサービス提供への支援を行います。 

 

15 感染症等の新たな課題に対する支援 

新型コロナウイルス感染症をはじめ，これまでに経験したことのない状況

等が発生した場合においても，障害福祉サービス事業所等が継続的にサービ

スを提供できる対策や支援に取り組むとともに，新しい生活スタイルの下，

障害のある人とその家族が安心して生活できるよう，障害や障害のある人へ

の理解のための啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

16 グループホーム等の設置促進 

   地域生活への移行や親元からの一人暮らしに向け，障害のある人が地域で

生活するための基盤となるグループホーム等の設置を促進するため，国等の

整備費補助の活用による開設費用の負担軽減や開設に当たり必要となる情

報の運営法人に対する提供を行うとともに，公的な既存施設の活用について

検討します。 

 

17 地域での住まいの確保と住環境整備 

   障害のある人が，住み慣れた地域で安心して生活できるよう，福祉用具等

の利用を促進したり，自宅の改修をはじめ，公営住宅だけでなく民間賃貸住

宅への入居を支援するための取組を推進します。 

 

 

 

 

住まい・暮らし 
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18 障害のある人の家族への支援 

障害のある人が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう，その家族の負担

軽減の視点も持って，地域における障害福祉サービスの充実や利用促進，研

修会の実施や，関係団体とも連携した相談体制の整備等に取り組みます。 

 

19 地域生活へ移行する仕組みづくりと支援体制の充実 

   障害のある人の希望を尊重し，その家族の思いや理解促進に十分に配慮し

ながら，行政，民間，地域の連携による地域生活への移行の促進に向けた仕

組みを構築するとともに，地域移行支援と生活支援の提供体制の充実を図り

ます。 

 

20 住み慣れた地域での生活を支える支援体制の充実 

  障害のある人が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう，地域全体で支え

る仕組みを作るために，「障害者地域自立支援協議会」において，支援関係機

関の連携を強化し，地域の支援の輪を広げるとともに，複合的な課題のある人

への重層的な支援を実施していくため，福祉・保健・医療・教育・労働等の各

分野の関係機関が連携・協働する支援体制の構築に取り組みます。 

  また，障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えた地域生活支

援拠点の整備に当たっては，地域における複数の機関が分担して機能（①相談，

②緊急時の受入れ・対応，③体験の機会・場，④専門的人材の確保・養成，⑤

地域の体制づくり）を担う「面的整備型」を基本としつつ，共同生活援助や障

害者支援施設等に地域で求められる複数の機能を付加した多機能型事業の促

進についても検討を進めます。 

こうした取組に当たっては，障害者団体や地域住民団体等との連携を密にす

ることで障害のある人に対して様々な角度からの支援を進めます。 
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＜第６期障害福祉計画＞ 

○施設入所者の地域生活への移行 

項 目 成果目標及び考え方 

令和５年度末までの 

地域生活移行者数 

令和元年度末入所者（1,225 人）の 2.6％以上（32 人以上）

を地域生活へ移行 

※ 施設入所者数については，地域移行者数 32 人が地域移行したとしても，その数以上の
施設入所希望者がいることから成果目標としては設定しませんが，地域移行を支えるグ
ループホームの設置推進や重度障害者に対する支援の充実等により，施設入所希望者が 
施設入所だけでなく，地域生活の継続という選択肢も持てるように取り組みます。 

 

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項  目 成果目標及び考え方 

 

１年以上

長期入院 

患者数 

65 歳以上 
これまでの減少率（10.8％）に基づき，1,243 人以下と 

目標値を設定する。 

65 歳未満 
これまでの減少率（18.5％）に基づき，248 人以下と 

目標値を設定する。 

入院後3箇月時点の退院率 
国の目標値とほぼ同じ推移が見込まれるため 

国指針と同じ数値である 69％以上と目標値を設定する。 

入院後6箇月時点の退院率 
国の目標値とほぼ同じ推移が見込まれるため 

国指針と同じ数値である 86％以上と目標値を設定する。 

入院後 1 年時点の退院率 
国の目標値とほぼ同じ推移が見込まれるため 

国指針と同じ数値である 92％以上と目標値を設定する。 

 

○障害者の地域生活支援拠点等の整備 

項  目 成果目標及び考え方 

地域生活支援拠点等の 

整備 

自立支援協議会において，年に１回，地域生活支援拠点の

運用状況の報告・検討を行うことを目標として設定する。 

 

○障害福祉サービス等の質の向上 

項  目 成果目標及び考え方 

障害福祉サービス等の質 

の向上を図るための取組 

の実施 

下記２点を実施することにより障害福祉サービス等の質

の向上を図る。 

①障害福祉サービス等に係る研修の実施（R5：1,379 人） 

②障害福祉サービス事業所等に対する集団指導の実施 
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21 地域とのつながりの構築 

   障害のある人が，住み慣れた地域で暮らすためには，日頃から地域での交

流を図るなど，顔の見える関係づくりが重要です。そのため，地域コミュニ

ティの活性化を推進し，将来にわたって，地域住民が支え合い，安心して快

適にくらすことができる地域コミュニティを実現することにより，障害のあ

る人と地域との連携を深め，障害のある人の地域交流への参加を進めます。 

   また，障害のある人が，地域の学校等を訪問し，児童・生徒との交流を図

り，障害や障害のある人への理解と認識を深める取組についても，引き続き

進めます。 

 

22 地域活動を支える担い手の育成 

  市民のボランティア活動への参加は，障害や障害のある人を正しく理解す

る貴重な機会であるとともに，障害のある人が，地域活動など様々な活動に参

加する機会を拡大するものであるため，引き続き，市民参加の福祉ボランティ

ア活動を進めます。 

  あわせて，障害のある市民を支援する人を対象にリハビリテーションに関

する知識，技術の向上に向けた研修や交流セミナーを実施するなど，地域リハ

ビリテーション推進の取組を進めます。 

 

23 市民交流の促進 

   障害のある人とない人が交流する機会を創出するとともに，障害者団体や

地域住民団体，福祉サービス事業者などが主体となって実施する交流事業を

積極的に支援していきます。 

 

  

地域交流 
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施策目標３ 安心して生活できる社会環境の整備 

＜現状と方向性＞ 

○ 障害のある人や難病患者が地域で安心して暮らしていくためには，必要な

医療やリハビリテーションが受けられ，気軽に医学上の相談ができる体制な

どを充実することが必要です。また，ストレスの多い現代社会におけるここ

ろの健康の保持増進など，様々な保健・医療が求められています。 

  障害の原因疾病の発生予防から，早期発見・早期支援，それぞれの障害特

性等に応じた適切な保健・医療サービスの確保に努め，あわせて，障害のあ

る人の健康づくりの推進に関する周知，啓発などに取り組むことが必要で

す。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症を正しく理解し，適切な対応を行うことが重要

です。また，障害特性等から新しい生活スタイルを実践することで新たな支

障が生じることもあります。新型コロナウイルス感染症の影響により生きづ

らさを抱える人への支援に加え，様々な配慮やサポートが必要な人がいるこ

との市民理解への取組が必要です。 

  【中間見直しで新たに取り組む課題】 

 

○ 「障害者生活状況調査」においては，精神障害のある人では，地域で生活

していく上で必要なこととして，「具合が悪くなったら，いつでも診察してく

れる病院・診療所」の回答が高くなっており，夜間であっても相談対応がで

き，治療につなげられる精神科救急医療体制の更なる整備が求められていま

す。 

 

○ 難病患者が地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができ

るよう，難病患者に対する相談・支援，地域交流活動の促進及び就労支援等

に取り組み，難病患者等の療養上，日常生活上での悩みや不安の解消等を図

るとともに，難病患者等の持つ様々なニーズに対応し，医療機関をはじめと

する地域の関係機関と連携した支援対策を一層推進する必要があります。 
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○ 「障害者生活状況調査」においては，身体障害のある人のうち，「外出の

際の問題点」として，「道路や駅に階段や段差が多い」と回答した人の比率

は約４割，「道路に自転車などの障害物が多い」と回答した人の比率は約２

割であり，前回調査同様の高い比率を占めています。 

  知的障害のある人については，「電車の遅れや急な停止，その他通常以外

の事態が起こったときに，強い不安を感じたりパニックになったりする」

と回答した人の比率が２割を超えており，ハード面からのユニバーサルデ

ザインの取組を推進するのはもちろんのこと，障害のある人に声をかけて

自発的にサポートするなどの「こころのバリアフリー」も進めていく必要

があります。 

 

○ 実際に災害に巻き込まれた際に不安を感じることとしては，「障害のある

人に対応した避難所の設置がない」，「避難所で投薬や治療を受けることが

難しい」，「他の利用者に迷惑をかけてしまう」との回答割合が高く，障害

に配慮のある設備面での充実に加え，周囲に気をつかわず安心して過ごせ

る避難所の設置（福祉避難所の増設など）や，避難所における医療的な支

援の必要性が「障害者生活状況調査」の結果から明らかになっています。 

 大規模災害の発災直後に，行政が直接，救助活動を行うことは困難であ

り，災害が発生したとき，地域住民や障害福祉サービス事業所等による共

助の取組も必要です。そのため，平常時から地域での交流が図られ，災害

対応力を高めていくことが重要であり，京都の自治の伝統をいかした地域

の互助機能と連動した防災体制の強化が求められています。 

  また，災害時に一般避難所での生活が困難な災害弱者のため，二次避難

所として設置する「福祉避難所」について，協定を締結している施設との

連携を深め，災害に備えて円滑に開設・運営が行えるよう準備を進めてお

くことが必要です。 

 

○ 意思表示能力に障害のある人が，本人の意図しない状況に陥ったり，権

利が侵害されることのないよう，障害のある人が自らの考えに基づき選択，

意思決定することの重要性を認識し，必要な対応を実施するとともに，権

利利益の保護等のための事業・制度が適切に広く利用されることが重要で

す。 

  また，虐待は障害のある人の権利や尊厳を脅かすものであり，尊厳のあ

る安定した生活が送れるよう，障害者虐待の未然防止と，早期発見・早期

対応に取り組まなければなりません。 
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24 障害の要因となる疾病の早期発見・早期支援 

   障害の原因となる疾病の予防，二次障害，障害の重度化を防ぐため，乳幼

児健診をはじめとする各種検査・検診や予防接種を実施するほか，受診を勧

奨するなど，早期発見・早期治療と適切な支援につなげます。 

 

25 障害に対する適切な保健医療体制の充実 

   身体障害の原因となる疾病の治療，地域生活を維持するのに必要な保健医

療サービスなど，ライフステージや個々の身体状態に対応した体系的な保健

医療体制の充実に努めます。 

   障害のある人に対し，身体障害の原因となる疾病の治療を支援するため，

自立支援医療等各種の公費負担医療制度による支援を，引き続き行います。 

 

26 いきいきと生活できるための健康づくりの推進 

   こころの健康づくりやスポーツなどを通じ，生涯にわたる心身の健康づく

りを進めます。 

 

27 感染症等の新たな課題に対する支援（再掲） 

 

 

 

 

28 こころの病に対する理解の促進と正しい知識の普及啓発 

   誰もがなりうる可能性のあるうつ病などのこころの病について，こころの

ふれあいネットワークや講演会の開催等を通じて，正しい知識の普及啓発活

動を推進し，精神疾患に対する理解を深める取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころの健康 

健康・医療 
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29 医療や相談支援体制の充実 

   精神疾患のある方が地域で安心して生活していくためには，夜間も含めた

救急時の医療の確保や適切な支援につながるような相談支援体制が必要で

す。引き続き，精神科救急医療体制の整備や保健福祉センターをはじめとし

た身近な相談支援体制の充実を図ります。 

   また，アルコール健康障害をはじめとする依存症についても，医療や相談

支援体制の充実を図ります。 

   新型コロナウイルス感染症の影響により生きづらさを抱える人への相談

支援についても取り組みます。 

 

 

 

 

30 難病に対する理解促進 

   難病には様々な症状があること，症状に変動があることなど，一般的には

理解されにくい特性があるため，難病患者やその家族だけでなく，社会全体

の難病に対する理解を促進するため，専門の医師・看護師などによる相談会

や医療講演会の実施や患者間の交流の促進及び情報発信等の取組を進めて

いきます。 

 

31 難病患者への支援体制の構築 

   難病患者への相談・支援，地域交流活動の促進及び就労支援等を行う拠点

である難病相談・支援センターについて，京都府と協調して共同設置するこ

とにより，支援体制を構築します。 

 

32 難病患者への支援の充実 

   症状に波がある中，療養生活を送る難病患者に対し，保健福祉センターの

保健師等が家庭訪問等により支援するとともに，支援の対象となる難病の種

類の拡充に向けて，国に要望を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

難病支援 
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33 ユニバーサルデザインに対する理解促進及び普及 

   障害のある人もない人もすべての人が，まちづくり，ものづくり，情報・

サービス提供などのあらゆる分野で，個人として尊重され，その能力を最大

限に発揮できる社会環境づくりを目指して，みやこユニバーサルデザインの

普及啓発を進めます。 

 

34 人にやさしいまちづくりの推進 

   京都に住む障害のある人もない人も，すべての人が暮らしやすいのはもち

ろんのこと，京都を訪れた人も快適に過ごせるまちづくりを推進するため，

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れながら，公共交通機関，道路，公

園，建築物等のバリアフリー化を更に進めていきます。 

 

35 こころのバリアフリーの普及 

   道路や建物等のバリアフリー化を推進するとともに，積極的な声掛けや困

っている方への手助けの実施など，市民がお互いに理解し，助け合う「心の

バリアフリー」を普及していきます。 

 
 
 

 

36 地域における見守り活動の推進 

   障害のある人の地域での孤立を防ぐため，地域の福祉団体等の協力を得て，

平常時から障害のある人等に対する見守り活動を推進していくことを通じ

て，地域とのつながりを深め，緊急時においても円滑に安否確認や避難行動

等が行えるように取組を進めていきます。 

 

37 コミュニケーション障害のある人への災害情報の確実な伝達 

   災害時においては，特に視覚障害や聴覚障害のある人に災害情報が伝わり

にくい実態があり，確実に情報が伝達できる仕組みを構築していきます。 

 

38 災害時における支援体制の充実 

   障害のある人等が，災害時に避難した先でできる限り安心して生活が送れ

るよう避難所や福祉避難所の設置・運営に関する準備を進めていきます。 

   また，災害時において，障害のある人への配慮等についての認識を深める

ため，障害のある人や支援団体等も参加する訓練等を実施します。 

ユニバーサルデザイン 

災害対策 
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39 障害を理由とする差別の解消に向けた取組の推進（再掲） 

 

40 障害者虐待防止の取組の浸透 

   障害者虐待の防止に向け，市民や障害福祉サービス事業者等に対して，虐

待に関する正しい知識の普及や通報義務等の広報・啓発，意識向上を促進す

る研修を実施し，虐待の未然防止や早期発見につなげるとともに，通報受付

後には，関係機関と連携を図り，迅速な安全確保や適切な支援などに取り組

んでいきます。 

 

41 成年後見制度の利用等の推進 

   意思決定支援ガイドラインの趣旨を踏まえ，障害のある人が，自らの考え

で選択し，自己決定するための支援を行うとともに，意思表示能力に障害が

あるために契約行為等が困難な方が，日常生活に支障が生じることのないよ

う，日常生活自立支援事業や，成年後見制度等の利用支援，市民後見人の養

成や法人後見事業を実施する団体への支援などに取り組んでいきます。 

 

 

  

権利擁護 
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施策目標４ 生きがいや働きがいをもてるまちづくり 

＜現状と方向性＞ 

○ 障害のある人もない人も誰もが誇りをもって，いきいきと満足度の高い生

活を送るためには，地域の人々との協働やボランティア活動等により，住み

なれた地域社会の中で積極的に社会参加できる場や機会が得られ，幅広く交

流が図られることが大切です。 

 

○ 近年，文化芸術分野において障害のある人の作品に対する関心が高まって

おり，その個性を発揮し，文化芸術を生み出す力が評価されています。本市

においても，障害のある人の生活にうるおいを与えるものとして，また自己

表現の場として，文化芸術活動は欠かせないものであり，関係機関とも連携

して，芸術・文化活動を促進するとともに，発表の場の確保，創作活動の場

の提供，更には作品の二次利用による商品化等の取組を進めます。 

 

○ 障害のある人の体力の維持・向上や，機能回復と充実した生活を送るため，

スポーツの機会をもつことは大切なことであり，本市においても，これまで

から，障害のある人が気軽にスポーツを楽しめる機会や競技の場の確保に努

めてきました。 

  今後，２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として，

障害者スポーツへの関心が高まることが想定されることから，障害者スポー

ツに関する情報提供や，スポーツに親しむ機会の提供など障害者スポーツの

更なる振興に努めます。 

 

○ 就労は，経済的自立の大きな手段であるとともに，社会参加や生きがいを

もつという意義もあります。意欲と能力と適正，またライフステージに応じ，

関係機関が連携して障害のある人の一般企業等への就労（一般就労）を促進

していく必要があります。 

 障害のある人の就労支援については，国においても重要な取組となってお

り，平成３０年度から精神障害のある人の雇用が義務化され，障害者法定雇

用率の算定式に精神障害のある人を追加することと併せて，障害のある人の

法定雇用率が引き上げられるなど，更なる取組が求められています。  
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42 社会的活動への参加促進 

   自らの意思と選択によって，ライフステージのあらゆる場面で，それぞれ

の興味・関心に応じて，社会的活動に参加できるよう，障害のある人の社会

参加への意欲を高めるための啓発を行うとともに，社会参加を支援する取組

を進めます。 

 

43 社会的活動に参加しやすい環境の整備 

   障害のある人の行動範囲を広げ，社会参加を促進するため，市バス・地下

鉄やタクシー等の経済的な負担軽減や，障害のある人の居場所づくり，観光

していただけるコースの紹介など，ハード面だけでなく，ソフト面からも社

会参加しやすい環境を整備します。 

 

44 障害のある人自身による主体的な社会活動の支援 

   障害のある人の自主的な活動を推進するため，同じ障害のある人の相談に

応じるピアカウンセリングなど，お互いに支え合うピアサポート活動等を推

進します。 

 

 

 

  

社会参加 

○ 一般就労が困難な人にとって，福祉的就労は重要な「働く場」ですが，

相対的に工賃はまだ低い状況にあります。障害福祉サービス事業所におけ

るほっとはあと製品の品質の向上，生産力の向上，官民あげた発注の拡大

などによる福祉的就労の底上げを図ります。 

 

○ また，「障害者生活状況調査」において，「就労している（していた）」と

回答した男女の割合が，身体障害のある人や高次脳機能障害のある人で，

女性は男性の５割，発達障害のある人で，女性は男性の６割となっていま

す。 

  今後，複合的に困難な状況におかれている障害のある女性に対する一層

の支援が求められます。 
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45 文化芸術活動の振興 

   障害のある人が，文化芸術活動に参加できるよう，新たな創作活動の掘

り起こし，創作活動の場の提供，発表の場の確保，更には作品の二次利用

による商品化等，障害者芸術の活性化に取り組みます。 

 

46 障害者スポーツの振興 

   障害者スポーツに関する情報発信により，障害者スポーツに対する理解

の促進を図るとともに，より多くの障害のある人が，スポーツに親しむこ

とができるよう，裾野拡大と競技力向上の両面から障害者スポーツの振興

を進めます。 

 

47 支援する担い手の育成 

   障害のある人が文化芸術活動に参加する機会を提供するため，創作活動

等の場づくりを支援する担い手を育成するとともに，障害者スポーツの普

及に向け，障害者スポーツを指導できる人材の育成に努めます。 

 

 

 

 

48 一般就労の促進 

   京都市障害者就労支援推進会議を中心に，企業，労働，福祉，教育等の

各分野の関係機関及び団体等が連携して，障害のある人への就労支援を推進

するほか，障害のある人が一般企業等で継続的に就労できる力を養えるよ

う，職業能力の開発や職場実習をはじめとする一般就労へのステップアップ

の機会の確保等に取り組みます。総合支援学校においても．引き続き，学校

での学習と企業等での実習を結びつけた「デュアルシステム」や働くことの

基盤となる力である自己肯定感を育む「地域協働活動」など，関係団体や関

係機関と連携した様々な取組を推進します。 

   あわせて，障害福祉サービス事業所など，支援する担い手の「障害のあ

る人を支える力」の向上も図るとともに，伝統産業，農業，文化芸術などの

新たな分野への雇用促進に取り組みます。 

   また，重度障害のある人や視覚障害のある人が支援を受けながら働くこ

とができる取組を進めます。 

文化・スポーツ 

就労 
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49 定着支援の充実 

   障害のある人が就職し，職場に適応し定着するためには，就労に伴う環

境変化により生じた課題解決に向けた取組も重要です。そのため，それらの

課題に対応できるよう，企業，労働，福祉，教育等の各分野の関係機関及び

団体等とも連携し，必要な支援を行います。 

 

50 福祉的就労の底上げ 

   障害福祉サービス事業所におけるほっとはあと製品の品質の向上，生産

力の向上，官民あげた発注の拡大などによる利用者の工賃向上に取り組むな

ど，福祉的就労の底上げを図っていきます。 

 

＜第６期障害福祉計画＞ 

○障害福祉サービス事業所等から一般就労への移行 

項  目 成果目標及び考え方 

一般就労への移行者数 
これまでの実績に基づき，令和元年度実績の 1.27 倍以

上（364 人以上）と目標を設定する。 

就労移行支援事業所等を

通じて一般就労に移行 

する者のうち，就労定着 

支援事業所の利用率 

国の目標値とほぼ同じ推移が見込まれるため，国指針と

同じ数値である７割以上と目標値を設定する。 

就労定着支援事業所の 

うち，就労定着率が８割 

以上の事業所 

国の目標値とほぼ同じ推移が見込まれるため，国指針と

同じ数値である全体の７割以上と目標値を設定する。 

※ 福祉施設から一般就労への移行については，総体として評価すべきと考えることから，
個別のサービス（就労移行支援，就労継続支援Ａ型，就労継続支援Ｂ型）における目標設
定は行わないこととします。なお，福祉施設から一般就労への移行における実績の内訳と
して，各サービスの利用状況については，把握していきます。 
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施策目標５ 障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 

＜現状と方向性＞ 

○ 発達障害に関する社会的認知の広がりにより，これまで障害があると思わ

れていなかった人やことばの遅れ等を心配する保護者からの相談が増えて

きており，身近な地域で必要な支援を受ける体制づくりが求められていま

す。 

  また，発達の遅れや特性に対する早期発見・早期支援を行うために，健診，

検査，療育，診断等それぞれの役割を担う関係機関の更なる連携が必要です。 

   

○ 重度の肢体不自由と知的障害が重複した状態にある子ども（以下「重症心

身障害児」という。）や喀痰吸引等の医療的ケアが必要な子ども（以下「医

療的ケア児」という。）が安心して適切なサービスが受けられるよう，重症

心身障害児を受け入れる放課後等デイサービスや児童発達支援の設置促進

はもとより，福祉・保健・医療・教育等の関係者が連携し，医療的ケア児を

必要なサービス利用に繋げていく支援の仕組みづくりが必要です。 

 

○ 本市の子育て支援施策の総合的な計画である「「京都市はぐくみプラン（京

都市子ども・若者総合計画）」に掲げる施策を着実に推進することはもちろ

ん，両プランが連携して取組を推進していく必要があります。 

 

○ 障害のある子どももない子どもも共に集団生活の中で社会への適応能力

を身につけることが大切です。 

  住みなれた地域で安心して暮らしていくためには，身近な地域で，必要な

時に，子どもの成長に応じた相談と適切な福祉施策や教育が受けられる体制

づくりが必要です。 

 

〇 障害のある子どももない子どもも共に学ぶインクルーシブ教育の理念に

基づき，子どもや保護者の願いと教育的ニーズに応じた就学相談の実施や，

障害の多様化や重度・重複化を踏まえた連続性のある多様なまなびの場の設

置と指導・支援が求められています。 

 



48  

 

 

 

51 関係機関との連携による早期発見・早期支援 

   子どもの発達の遅れや特性を早期に発見し，保護者からの相談に応じなが

ら適切な支援につないでいけるよう，各区役所・支所の子どもはぐくみ室や

児童福祉センターにおける取組を推進し，児童発達支援センターをはじめと

する関係機関との連携を強化します。 

 

52 身近な地域で支援等を利用しやすい仕組みづくりの推進 

   特性や状況に応じた支援を早期に受けることができるよう，児童発達支援

事業所の設置や保育所等訪問支援の利用促進等，身近な地域で利用しやすい

仕組みづくりを推進します。 

   また，障害児入所施設についても，地域において，虐待を受けた児童の対

応を含め，果たすべき役割の検討を進めるとともに，入所している児童が 18

歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう，適切な時期に

必要な協議が行われる体制整備に努めます。 

 

 

 

 

53 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討 

   医療的ケア児等コーディネーターの役割をはじめ，医療的ケア児が必要と

する支援の提供に繋がる仕組みづくりについて，福祉・保健・医療・教育等

の関係者による協議の場において，検討します。 

   重症心身障害児等が安心して通所できる児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービスの設置促進をはじめ，居宅訪問型児童発達支援の実施検討や，

技術習得にかかる職員研修の受講促進に努めます。 

また，保育園や学童クラブ事業等における医療的ケア児への支援に引き続

き取り組むとともに，学校における医療的ケアの安全な実施体制の構築・充

実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

特性や状況に応じた支援の提供 

早期発見・早期支援 
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54 様々な障害や特性に応じた支援体制の充実 

   ことばやコミュニケーションに課題のある子どもはもとより，発達障害，

高次脳機能障害，行動障害等の様々な障害や特性のある子どもが，適切な支

援を受けられるよう，支援体制の充実を図ります。 

   とりわけ，難聴児の支援に当たっては，主に難聴児の支援を行う児童発達

支援センター「うさぎ園」を中核として，関係機関との連携を進めることに

より，難聴児及びその家族への切れ目のない支援に取り組みます。 

   また，厳正かつ丁寧な監査の実施や事業所向けの研修の充実により，支援

の質の向上を図ります。 

 

 

 

 

55 障害児相談支援の充実 

   区役所・支所の子どもはぐくみ室や障害保健福祉課，児童福祉センター，

教育相談総合センター（こども相談センターパトナ），総合育成支援教育相談

センター「育（はぐくみ）支援センター」など相談体制の充実を図ります。 

   また，サービス利用の際の相談支援の現状を踏まえつつ，専門的見地によ

る障害児相談支援の拡充を進め，子どもにとって適切なサービスが提供でき

る仕組みづくりを推進します。 

 

56 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討（再掲） 

   

57 教育と福祉の連携による切れ目のない取組の推進 

   幼稚園，保育園，認定こども園等と児童発達支援センター等との連携や，

放課後等デイサービス，タイムケア事業所と児童館，学校との連携等，就学

前・就学後を通じて関係機関の連携が図られるよう，仕組みづくりを行いま

す。 

   障害のある子どもが，集団生活を通じて社会で生活する力等を身につけら

れるよう，引き続き，幼稚園，保育園，認定こども園等において受入れを推

進するとともに，放課後や長期休業中も安心して過ごせるよう，児童館，学

童保育所，放課後まなび教室等における支援の充実を図り，地域の中での子

どもの居場所づくりや療育を推進します。また，障害のある子どもを育てる

保護者への支援にも取り組みます。 

 

 

 

相談・支援・連携体制の強化 
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58 「京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）」と連携した取組の推進 

   妊娠前から子ども・若者まで「切れ目のない支援」を一体的・総合的に進

めていくため，「京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）」に

掲げるすべての施策を着実に推進します。また，子育て中の保護者，子ども・

子育て支援や若者支援に関する事業の従事者，学識経験者等で構成する「京

都市はぐくみ推進審議会」において本計画の進捗状況を報告し，意見を求め

るなど，両プランが連携した取組を推進していきます。 

 

 

 

 

59 インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援（※） 

インクルーシブ教育の理念に基づき，子どもや保護者の願いと教育的ニー

ズに応じた就学相談を行います。また，地域の学校で学びたいという保護者

の要望に応え，引き続き，対象が一人であっても，必要な小学校・中学校及

び義務教育学校にはすべて育成学級を設置するとともに，普通学級において，

すべての子どもたちにとってわかりやすい授業・学習環境づくりを目指すユ

ニバーサルデザインや合理的配慮の取組の充実を図ります。また，家庭や地

域の理解を得ながら，同じ地域や同じクラスの仲間として共に学び，支え合

えるような交流・共同学習をさらに推進します。 

※本市では， 障害の有無にかかわらず人々が互いに認め合い支え合うことのでき

る共生社会の実現に向けて，インクルーシブ教育システムの理念に基づく「一人

一人の教育的ニーズに応じた教育」を推進しています。 

インクルーシブ教育システム 

障害者の権利に関する条約第 24 条によれば，「インクルーシブ教育システム」

（inclusive education system，署名時仮訳：包容する教育制度）とは，人間の多様性

の尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ，

自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下，障害のある者と障害の

ない者が共に学ぶ仕組みであり，障害のある者が「general education system」（署名

時仮訳：教育制度一般）から排除されないこと，自己の生活する地域において初等中等教

育の機会が与えられること，個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされて

います。 

 

 

 

 

 

 

一人一人のニーズに応じた教育の推進 
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60 一人一人のニーズに応じた教育の実施 

   自立と社会参加を目指して一人一人のニーズに応じたきめ細やかな支援

を行うために，総合支援学校や育成学級，普通学級における通級指導教室を

はじめとする多様な学びの場，総合育成支援員やスクールカウンセラー等の

専門家及びＩＣＴ技術の活用も含めた支援体制の充実を図るとともに，就学

前施設からの「就学支援シート」の活用や，「個別の指導計画」・「個別の包括

支援プラン」の作成，校種間連携による引継ぎを行い，幼稚園，保育園，認

定こども園等から高等学校卒業後の進路を見据えた切れ目のない支援を福

祉・医療・保健等の関係機関とも連携して推進します。 

 

 

 

 

＜第２期障害児福祉計画＞ 

○障害児支援の提供体制の整備等 

項  目 成果目標及び考え方 

児童発達支援センター

の設置 

本市においては，既に市内に９箇所設置しており，地域支援や

相談支援等の更なる機能強化に向けて質的向上を図る。 

保育所等訪問支援を 

利用できる体制の構築 

本市においては，既に市内に１２箇所設置しているが，利用状

況が低調であるため，保育所等訪問支援を利用しやすい仕組

みづくりを講じる。 

難聴児支援のための中

核機能を果たす体制の

構築 

本市においては，主に難聴児の支援を行う児童発達支援セン

ターを設置していることから，当施設を中核として必要な 

連携等を進める。 

主に重症心身障害児を

支援する児童発達支援

事業所，放課後等デイ

サービスの確保 

本市においては，重症心身障害児を支援する児童発達支援事

業所（３箇所），放課後等デイサービス（６箇所）を確保して

おり，より効果的・効率的な施策の実施について検討する。 

医療的ケア児支援の 

協議の場の設置及び医

療的ケア児等コーディ

ネーターの配置 

福祉・保健・教育等の関係機関が連携し，医療的ケア児支援に

関する協議を行うとともに，医療的ケア児等コーディネータ

ーの役割について検討を行う。 

 

  



52

１ お互いに認め合い支え合って暮らすまちづくり 

「社会モデル＊」の考え方に基づいた障害や障害のある人への正しい理解の普及と，障害の 

ある人が地域生活を送る上での「合理的配慮」等について広報・啓発します。 

２ 地域で自立して生活できる仕組みづくり 

ニーズに応じた福祉サービス等の提供体制の確保，ボランティアや事業所等の支える担い手の

育成，ソーシャルビジネスの活用等，重度の重複障害をはじめ，すべての障害のある人が地域で

自立して生活できるよう様々な取組を進めます。 

３ 安心して生活できる社会環境の整備 

地域における見守り活動の推進など，安心して地域で暮らせる環境づくりに取り組みます。 

５ 障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 

 早期発見・早期支援を基本に，特性や状況に応じて， 

すべての子どもたちが身近な地域で適切な福祉施策や 

教育が受けられるよう，相談・支援・連携体制の充実・ 

強化を図ります。 

 共 生 社 会 の 実 現 に  向 け て （ 施 策 一 覧 ）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標１  

「重複障害」や「重度障害」への適切な対応，

ひきこもりに対する支援など，複合的支援を充

実します 

基本方針：障害のあるひともないひとも,すべてのひ とが違いを認め合い,支え合うまちづくりを推進する 

重点目標２  

障害のある女性など複合的に困難な状況に置かれている

人の権利を擁護するため，複合差別解消の視点をもって 

施策を推進します 

重点目標３  

地域移行に向けて，また，障害のある人がすべて地域で

安心して自分らしく生活できるよう，地域での理解促進

など，市民みんなで支え合う体制の整備を推進します 

重点目標４  

特性や状況に応じて，すべての子どもたちが身近

な地域で適切な福祉施策や教育を受けられるよ

う，切れ目のない相談や支援を充実します 

啓 発 相談支援 

【施策】 

●意思疎通支援の充実 

★視覚障害のある人等の読書環境の

整備の推進 

●行政情報における合理的配慮の 

 推進 

意思疎通支援・情報保障 

【施策】 

●重症心身障害児・医療的ケア児

への支援の仕組みづくりの検討 

●様々な障害や特性に応じた支援

体制の充実 

【施策】 

●手話に対する理解促進及び普及 

●コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備 

【施策】 

●障害福祉サービス等の量等の充実 

●障害福祉サービス等の質の向上 

★感染症等の新たな課題に対する支援 

健康・医療 こころの健康 難病支援 

福祉サービス 

【施策】 

●ユニバーサルデザインに対する 

 理解促進及び普及 

●人にやさしいまちづくりの推進 

●こころのバリアフリーの普及 

ユニバーサルデザイン 

社会参加 

【施策】 

●文化芸術活動の振興 

●障害者スポーツの振興 

●支援する担い手の育成 

手 話 

【施策】 

●一般就労の促進 

●定着支援の充実 

●福祉的就労の底上げ 

【施策】 

●社会的活動への参加促進 

●社会的活動に参加しやすい環境の整備 

●障害のある人自身による主体的な社会

活動の支援 

住まい・暮らし 

【施策】 

●地域における見守り活動の推進 

●コミュニケーション障害のある人

への災害情報の確実な伝達 

●災害時における支援体制の充実 

災害対策 

【施策】 

●地域とのつながりの構築 

●地域活動を支える担い手の育成 

●市民交流の促進 

地域交流 

【施策】 

●障害の原因となる疾病の早期発見・早期支援 

●障害に対する適切な保健医療体制の充実 

●いきいきと生活できるための健康づくりの推進 

★感染症等の新たな課題に対する支援（再掲） 

【施策】 

●こころの病に対する理解の促進 

と正しい知識の普及啓発 

●医療や相談支援体制の充実 

【施策】 

●関係機関との連携による早期発見・

早期支援 

●身近な地域で支援等を利用しやすい 

 仕組みづくりの推進 

早期発見・早期支援 

特性や状況に応じた支援の提供 

【施策】 

●障害児相談支援の充実 

●重症心身障害児・医療的ケア児への支援の

仕組みづくりの検討（再掲） 

●教育と福祉の連携による切れ目の 

 ない取組の推進 

●「京都市はぐくみプラン（京都市子ども・

若者総合計画）」と連携した取組の推進 

【施策】 

●難病に対する理解促進 

●難病患者への支援体制の構築 

●難病患者への支援の充実 

相談・支援・連携体制の強化 

【施策】 

●グループホーム等の設置促進 

●地域での住まいの確保と住環境整備 

●地域生活へ移行する仕組みづくりと 

 支援体制の充実 

●住み慣れた地域での生活を支える体制の充実 

★障害のある人の家族への支援 

権利擁護 

【施策】 

●障害を理由とする差別の解消に 

 向けた取組の推進（再掲） 

●障害者虐待防止の取組の浸透 

●成年後見制度の利用等の推進 

一人一人のニーズに応じた 
教育の推進 

【施策】 

●インクルーシブ教育の理念に 

 基づく総合的な支援 

●一人一人のニーズに応じた教育

の 

実施

【施策】 

●市民等に対する啓発・広報活動の推進 

●障害福祉を支える担い手等に対する 

 啓発の推進 

●障害を理由とする差別の解消に向けた

取組の推進 

【施策】 

●相談支援体制の充実 

●専門相談機能の充実 

●切れ目のない支援の提供 

★ひきこもり等複合的な課題

に対する支援 

文化・スポーツ 就 労 

４ 生きがいや働きがいをもてるまちづくり 

障害のある人が，生きがいをもち，それぞれの能力を発揮できるよう産学福公が連携し， 

環境整備を進めます。 

＊「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり，社会的障壁を取り除くのは社会の責務 

であるという考え方のこと 

★は，中間見直しで追加した項目 
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１ お互いに認め合い支え合って暮らすまちづくり 

「社会モデル＊」の考え方に基づいた障害や障害のある人への正しい理解の普及と，障害の 

ある人が地域生活を送る上での「合理的配慮」等について広報・啓発します。 

２ 地域で自立して生活できる仕組みづくり 

ニーズに応じた福祉サービス等の提供体制の確保，ボランティアや事業所等の支える担い手の

育成，ソーシャルビジネスの活用等，重度の重複障害をはじめ，すべての障害のある人が地域で

自立して生活できるよう様々な取組を進めます。 

３ 安心して生活できる社会環境の整備 

地域における見守り活動の推進など，安心して地域で暮らせる環境づくりに取り組みます。 

５ 障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 

 早期発見・早期支援を基本に，特性や状況に応じて， 

すべての子どもたちが身近な地域で適切な福祉施策や 

教育が受けられるよう，相談・支援・連携体制の充実・ 

強化を図ります。 

 共 生 社 会 の 実 現 に  向 け て （ 施 策 一 覧 ）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標１  

「重複障害」や「重度障害」への適切な対応，

ひきこもりに対する支援など，複合的支援を充

実します 

基本方針：障害のあるひともないひとも,すべてのひ とが違いを認め合い,支え合うまちづくりを推進する 

重点目標２  

障害のある女性など複合的に困難な状況に置かれている

人の権利を擁護するため，複合差別解消の視点をもって 

施策を推進します 

重点目標３  

地域移行に向けて，また，障害のある人がすべて地域で

安心して自分らしく生活できるよう，地域での理解促進

など，市民みんなで支え合う体制の整備を推進します 

重点目標４  

特性や状況に応じて，すべての子どもたちが身近

な地域で適切な福祉施策や教育を受けられるよ

う，切れ目のない相談や支援を充実します 

啓 発 相談支援 

【施策】 

●意思疎通支援の充実 

★視覚障害のある人等の読書環境の

整備の推進 

●行政情報における合理的配慮の 

 推進 

意思疎通支援・情報保障 

【施策】 

●重症心身障害児・医療的ケア児

への支援の仕組みづくりの検討 

●様々な障害や特性に応じた支援

体制の充実 

【施策】 

●手話に対する理解促進及び普及 

●コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備 

【施策】 

●障害福祉サービス等の量等の充実 

●障害福祉サービス等の質の向上 

★感染症等の新たな課題に対する支援 

健康・医療 こころの健康 難病支援 

福祉サービス 

【施策】 

●ユニバーサルデザインに対する 

 理解促進及び普及 

●人にやさしいまちづくりの推進 

●こころのバリアフリーの普及 

ユニバーサルデザイン 

社会参加 

【施策】 

●文化芸術活動の振興 

●障害者スポーツの振興 

●支援する担い手の育成 

手 話 

【施策】 

●一般就労の促進 

●定着支援の充実 

●福祉的就労の底上げ 

【施策】 

●社会的活動への参加促進 

●社会的活動に参加しやすい環境の整備 

●障害のある人自身による主体的な社会

活動の支援 

住まい・暮らし 

【施策】 

●地域における見守り活動の推進 

●コミュニケーション障害のある人

への災害情報の確実な伝達 

●災害時における支援体制の充実 

災害対策 

【施策】 

●地域とのつながりの構築 

●地域活動を支える担い手の育成 

●市民交流の促進 

地域交流 

【施策】 

●障害の原因となる疾病の早期発見・早期支援 

●障害に対する適切な保健医療体制の充実 

●いきいきと生活できるための健康づくりの推進 

★感染症等の新たな課題に対する支援（再掲） 

【施策】 

●こころの病に対する理解の促進 

と正しい知識の普及啓発 

●医療や相談支援体制の充実 

【施策】 

●関係機関との連携による早期発見・

早期支援 

●身近な地域で支援等を利用しやすい 

 仕組みづくりの推進 

早期発見・早期支援 

特性や状況に応じた支援の提供 

【施策】 

●障害児相談支援の充実 

●重症心身障害児・医療的ケア児への支援の

仕組みづくりの検討（再掲） 

●教育と福祉の連携による切れ目の 

 ない取組の推進 

●「京都市はぐくみプラン（京都市子ども・

若者総合計画）」と連携した取組の推進 

【施策】 

●難病に対する理解促進 

●難病患者への支援体制の構築 

●難病患者への支援の充実 

相談・支援・連携体制の強化 

【施策】 

●グループホーム等の設置促進 

●地域での住まいの確保と住環境整備 

●地域生活へ移行する仕組みづくりと 

 支援体制の充実 

●住み慣れた地域での生活を支える体制の充実 

★障害のある人の家族への支援 

権利擁護 

【施策】 

●障害を理由とする差別の解消に 

 向けた取組の推進（再掲） 

●障害者虐待防止の取組の浸透 

●成年後見制度の利用等の推進 

一人一人のニーズに応じた 
教育の推進 

【施策】 

●インクルーシブ教育の理念に 

 基づく総合的な支援 

●一人一人のニーズに応じた教育

の 

実施

【施策】 

●市民等に対する啓発・広報活動の推進 

●障害福祉を支える担い手等に対する 

 啓発の推進 

●障害を理由とする差別の解消に向けた

取組の推進 

【施策】 

●相談支援体制の充実 

●専門相談機能の充実 

●切れ目のない支援の提供 

★ひきこもり等複合的な課題

に対する支援 

文化・スポーツ 就 労 

４ 生きがいや働きがいをもてるまちづくり 

障害のある人が，生きがいをもち，それぞれの能力を発揮できるよう産学福公が連携し， 

環境整備を進めます。 

＊「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり，社会的障壁を取り除くのは社会の責務 

であるという考え方のこと 

★は，中間見直しで追加した項目 
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１  各年度における障害福祉サービス等の必要量の⾒込み 
   ＜第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画＞ 

（１）訪問系サービス 

（上段：利用者数，下段：延べ利用時間数（１月当たり）） 

区 分 ２年度(見込) ３年度 ４年度 ５年度 

居宅介護等 
5,394 人 5,624 人 5,854 人 6,083 人 

249,904 時間 262,636 時間 275,368 時間 288,099 時間 

 

（２）日中活動系サービス等 

（上段：利用者数，下段：延べ利用日数（１月当たり）） 

区 分 ２年度(見込) ３年度 ４年度 ５年度 

生活介護 
3,482 人 3,539 人 3,595 人 3,651 人 

58,235 人日 58,370 人日 58,505 人日 58,640 人日 

自立訓練 

(機能訓練) 

46 人 49 人 51 人 53 人 

458 人日 479 人日 500 人日 521 人日 

自立訓練 

(生活訓練) 

200 人 202 人 204 人 206 人 

2,659 人日 2,617 人日 2,575 人日 2,533 人日 

就労移行支援  
459 人 485 人 512 人 539 人 

7,695 人日 8,078 人日 8,460 人日 8,842 人日 

就労継続＊ 

支援Ａ型 

832 人 888 人 945 人 1,002 人 

16,457 人日 17,519 人日 18,580 人日 19,641 人日 

就労継続＊ 

支援Ｂ型 

3,431 人 3,577 人 3,724 人 3,871 人 

56,485 人日 57,926 人日 59,367 人日 60,808 人日 

就労定着支援 122 人 162 人 172 人 182 人 

療養介護 213 人 213 人 213 人 213 人 

短期
入所 

医療型 
76 人 79 人 82 人 86 人 

268 人日 285 人日 302 人日 318 人日 

福祉型 
904 人 955 人 1,006 人 1,056 人 

4,253 人日 4,365 人日 4,477 人日 4,590 人日 

 ＊ 一般企業等での就労が困難な人に，働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行うもの。（Ａ型は，原則として雇用契約による就労で，Ｂ型は原則と

して雇用契約によらない就労となります。） 

  

３ 
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（３）居住系サービス 

区 分 ２年度(見込)  ３年度 ４年度 ５年度 

自立生活援助＊１ 8 人 8 人 8 人 8 人 

グループホーム 786 人 856 人 926 人 996 人 

施設入所支援 1,219 人 1,219 人 1,219 人 1,219 人 

 

 

 

 

 ＊１ 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために，定期的な居宅訪問や随時の対応に

より必要な支援を行うもの。 

（４）相談支援 （１月当たり） 

区 分 ２年度(見込)  ３年度 ４年度 ５年度 

計画相談支援＊２ 1,803 件 1,890 件 2,056 件 2,222 件 

地域移行支援 3.2 件 7.3 件 7.3 件 7.3 件 

地域定着支援 34.0 件 34.2 件 36.9 件 39.5 件 

 ＊２ 障害のある人がサービスを計画的に利用し生活の質を更に向上させるため，生活全体

の課題や目標を踏まえた総合的な計画であるサービス等利用計画の作成をするとともに，

継続的にその計画の実施状況の検証(モニタリング)を行い，サービスの見直し等を行うも

の。 

（５）発達障害者支援 

区 分 ２年度(見込)  ３年度 ４年度 ５年度 

地域協議会の開催 1 回 1 回 1 回 1 回 

相談支援 2,797 件 2,797 件 2,797 件 2,797 件 

関係機関への助言 23 件 23 件 23 件 23 件 

研修・啓発 56 件 56 件 56 件 56 件 

支援プログラム等

の受講者数 
45 人 45 人 45 人 45 人 

ペアレントメンタ

ーの人数 
20 人 20 人 20 人 20 人 

 

  

 グループホームについては，地域⽣活への移⾏者数や⼊居希望者数を念頭に今後は
毎年 70 ⼈の増加を⾒込みます。 

本市では，発達障害者⽀援連携協議会を，発達障害者⽀援法に規定する地域協議
会に位置付けており，発達障害者⽀援センター，幼児児童⽣徒⽀援，就労⽀援の３つ
の課題別に設置された部会等における発達障害⽀援の実施状況の報告のため，地域協
議会を年１回開催すると⾒込んでいます。 
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（６）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

区 分 ２年度(見込)  ３年度 ４年度 ５年度 

保健，医療及び福祉

関係者による協議

の場の開催回数 

0 回 1 回 1 回 1 回 

保健，医療及び福祉

関係者による協議

の場への関係者の

参加者数 

0 人 13 人 13 人 13 人 

保健，医療及び福祉

関係者による協議

の場における目標

設 定 及 び 評 価 の 

実施回数 

0 回 1 回 1 回 1 回 

精神障害者の地域

移行支援 
5 人 5.6 人 5.6 人 5.6 人 

精神障害者の地域

定着支援 
38 人 34.3 人 37.0 人 39.3 人 

精神障害者の共同

生活援助 
273 人 287 人 302 人 317 人 

精神障害者の自立

生活援助 
6 人 5 人 5 人 5 人 

精神病床における

退院患者の退院後

の行き先 

    

 

一人暮らし・家庭 49 人 62 人 62 人 62 人 

グループホーム
等の居住系サー
ビス 

41 人 52 人 52 人 52 人 

転院，院内転科 213 人 251 人 251 人 251 人 

その他（死亡に 

よる退院を含む） 
228 人 280 人 280 人 280 人 
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＜参考＞障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて 

 障害児支援に関するサービス量のほか，「京都市子ども・子育て支援事業計画（以下

「事業計画」という。）」における量の見込みの数値から，保育園（所）や認定こども園，

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における障害児の受入れの数値につい

ても参考に設定します。 

 

【各事業において障害児として認定している割合（令和元年度）】 

 児童数 

（Ａ） 

障害児の数 

（Ｂ） 

割合 

（Ｂ／Ａ）① 

保育園（所） 

（認定こども園を含む） 
３７，３２０ １，７５１ ４．７％ 

放課後児童健全育成事業 １４，６５７ ９３８ ６．４％ 

 
【保育所等に係る利用ニーズのうち，障害児に係る数値】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育園（所） 

（認定こども園を含む）

ａ

量の見込み（現行プラン） 
３６，３５６ ３６，０８６ ３６，１３１ 

ｂ 

（①で算出した割合） 
４．７％ 

障害児に係る数値 

（ａ×ｂ） 
１，７０９ １，６９６ １，６９８ 

放課後児童健

全育成事業 

ａ

量の見込み（現行プラン） 
１５，２４５ １５，５５８ １５，６４１ 

ｂ 

（①で算出した割合） 
６．４％ 

障害児に係る数値 

（ａ×ｂ） 
９７６ ９９６ １，００１ 
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る
仕

組
み
を
整
備
し
，
相
談
支
援
体
制
を
強
化
す
る
。
 

障
害
児
等
療
育
支
援
事
業
 

2 

箇
所
 

 
2 

箇
所
 

 
2 

箇
所
 

 
2 

箇
所
 

 
障
害
の
あ
る
市
民
の
自
宅
を
訪
問
し
て
療
育
訓
練
を
行
う
と

と
も
に
，
保
育
園
(
所
)
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の

職
員
に
対
し
て
療
育
指
導
を
行
う
。
 

 
②

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

等
機

能
強

化
事

業
 

5 

箇
所
 

 
5 

箇
所
 

 
5 

箇
所
 

 
5 

箇
所
 

 
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
圏
域
に
応
じ
た
５

箇
所
に
対
し
て
，
地
域
の
相
談
支
援
事
業
者
に
対
す
る
研
修

会
の
企
画
運
営
，
専
門
的
な
指
導
・
助
言
等
の
基
幹
相
談
支

援
機
能
を
付
加
す
る
。
 

 
③
住
宅
入
居
等
支
援
事
業
 

1
5 

箇
所
 

 
1
5 

箇
所
 

 
1
5 

箇
所
 

 
1
5 

箇
所
 

 
一
般
住
宅
入
居
希
望
者
に
，
必
要
な
調
整
等
の
支
援
を
行

う
。
 

(
２
)
権

利
擁

護
支

援
事

業
 

 
 

 
 

 

 
 
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
 

 
1
9 

件
 

 
1
9 

件
 

 
1
9 

件
 

 
1
9 

件
 

生
活
保
護
受
給
世
帯
等
経
済
的
困
窮
者
に
係
る
審
判
申
立
・

後
見
人
報
酬
の
助
成
を
行
う
。
 

※
件
数
は
申
立
件
数
の
見
込
み
 

 
 
障
害
者
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
 

 
2
07
  

人
 

 
1
,4
0
0 

人
 

 
1
,4
0
0 

人
 

 
1
,4
0
0 

人
 

新
規
事
業
所
説
明
会
等
に
お
い
て
，
制
度
の
周
知
・
啓
発
を

行
う
。
 

４
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事
 
業
 

名
 

２
年
度
実

績
 

（
見
込

）
 

３
年

度
 

４
年
度
 

５
年

度
 

事
業
内
容

，
実

施
の
考
え

方
，
見

込
量
確

保
の
方

策
等

 

箇
所
数

 
利
用
者

数
 

箇
所

数
 

利
用
者
数
 

箇
所
数
 

利
用
者

数
 

箇
所
数
 

利
用
者
数
 

(
３
)
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

支
援

事
業
 

 
 

 
 

 

 
①
 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
 

 
1
2,
9
73
 

件
 

 
1
2,
9
73
 

件
 

 
1
2,
9
73
 

件
 

 
1
2,
9
73
 

件
 

※
①
派
遣
事
業
及
び
②
手
話
通
訳
者
設
置
事
業
の
合
計
 

 
派
遣
事
業
 

 
4
,9
3
1 

件
 

 
4
,9
3
1 

件
 

 
4
,9
3
1 

件
 

 
4
,9
3
1 

件
 

手
話
通
訳
者
，
要
約
筆
記
者
，
盲
ろ
う
通
訳
・
介
助
員
の
派

遣
を
行
う
。
 

※
失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通
支
援
は
，
市
域
を
含
め
京
都
府
に
お
い
て
実
施
 

手
話
通
訳
者
設
置
事
業
 

1
4 

箇
所
 

7
,1
5
7 

件
 

1
4 

箇
所
 

7
,1
5
7 

件
 

1
4 

箇
所
 

7
,1
5
7 

件
 

1
4 

箇
所
 

7
,1
5
7 

件
 

手
話
通
訳
者
の
設
置
を
行
う
。

 

※
件
数
は
手
話
通
訳
者
の
相
談
件
数
の
見
込
み
 

②
 
養
成

事
業

 

 
 
（
専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支
援
）
 

 
4
6 

人
 

 
9
6 

人
 

 
1
00
 

人
 

 
1
04
 

人
 

手
話
通
訳
者
，
要
約
筆
記
者
，
盲
ろ
う
通
訳
介
助
員
の
各
養

成
講
座
を
行
う
。
 

※
修
了
者
数
見
込
み
 

※
失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通
支
援
は
，
市
域
を
含
め
京
都
府
に
お
い
て
実
施
 

③
 
奉
仕
員
等
養
成
研
修
事
業
 

 
3
78
 

人
 

 
7
60
 

人
 

 
7
64
 

人
 

 
7
68
 

人
 

音
訳
・
点
字
・
手
話
等
の
各
奉
仕
員
の
養
成
研
修
を
行
う
。
 

※
参
加
者
数
見
込
み
 

(
４
)
日

常
生
活
用

具
給

付
等

事
業

（
①
～
⑥
）
 

3
5,
6
45

件
 

3
5,
9
13

件
 

3
6,
1
80

件
 

3
6,
4
47

件
 

重
度

障
害

の
あ

る
市

民
に

日
常

生
活

用
具

の
給

付
・

貸
与

を
行

う
。
 

①
 
介
護
・
訓
練
支
援
用
具
 

1
35

件
 

1
35

件
 

1
35

件
 

1
35

件
 

身
体
介
護
を
支
援
す
る
用
具
等
 

②
 
自
立
生
活
支
援
用
具
 

4
82

件
 

4
82

件
 

4
82

件
 

4
82

件
 

入
浴
，
食
事
，
移
動
等
の
自
立
生
活
を
支
援
す
る
用
具
 

③
 
在
宅
療
養
等
支
援
用
具
 

3
97

件
 

4
03

件
 

4
09

件
 

4
15

件
 

在
宅
療
養
等
を
支
援
す
る
用
具
 

④
 
情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具
 

4
11

件
 

4
31

件
 

4
51

件
 

4
71

件
 

情
報
収
集
・
伝
達
，
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
用
具
 

⑤
 
排
泄
管
理
支
援
用
具
 

3
4,
1
74

件
 

3
4,
4
11

件
 

3
4,
6
47

件
 

3
4,
8
83

件
 

ス
ト
ー
マ
装
具
等
の
排
泄
管
理
を
支
援
す
る
用
具
 

⑥
 

居
宅
生
活
動
作
補
助
用
具
（
住
宅
改
修
費
）
 

4
6
件
 

5
1
件
 

5
6
件
 

6
1
件
 

居
宅
生
活
動
作
等
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
住
宅
改
修
 

(
５
)
移
動
支
援
事
業
 

4
32
 

箇
所
 

3
,5
2
0 

人
 

4
83
 

箇
所
 

4
,0
3
0 

人
 

5
10
 

箇
所
 

4
,0
7
0 

人
 

5
37
 

箇
所
 

4
,1
1
0 

人
 

個
別
支
援
を
基
本
と
し
て
，
社
会
参
加
，
余
暇
活
動
の
た
め

の
外
出
支
援
を
行
う
。
 

※
人
数
，
時
間
は
各
年
度
３
月
の
見
込
み
 

 
 

3
4,
7
98
 

時
間
/
月
 

 
4
0,
3
60
 

時
間
/
月
 

 
3
9,
4
58
 

時
間
/
月
 

 
3
8,
5
72
 

時
間
/
月
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事
 
業
 

名
 

２
年
度
実

績
 

（
見
込

）
 

３
年

度
 

４
年
度
 

５
年

度
 

事
業
内
容

，
実

施
の
考
え

方
，
見

込
量
確

保
の
方

策
等

 

箇
所
数

 
利
用
者

数
 

箇
所

数
 

利
用
者
数
 

箇
所
数
 

利
用
者

数
 

箇
所
数
 

利
用
者
数
 

(
６
)
地

域
活
動
支

援
セ

ン
タ

ー
 

 
 
（
機
能
強
化
型
Ⅱ
型
）
 

3 

箇
所
 

1
00
 

人
 

3 

箇
所
 

1
00
 

人
 

3 

箇
所
 

1
00
 

人
 

3 

箇
所
 

1
00
 

人
 

従
前
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
の
事
業
内
容
で
実
施
す
る
。
 

 

(
７
)発

達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
 

1 

箇
所
 

2
,8
5
1 

件
 

1 

箇
所
 

2
,8
5
1 

件
 

1 

箇
所
 

2
,8
5
1 

件
 

1 

箇
所
 

2
,8
5
1 

件
 

関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
，
発
達
障
害
の
あ
る
市
民
へ
の

支
援
を
強
化
し
て
い
く
。
 

※
相
談
件
数
見
込
み
 

(
８
)
理

解
促

進
啓

発
事

業
 

中
止
 

7
,8
00

人
 

7
,8
00

人
 

7
,8
00

人
 

ほ
ほ
え
み
広
場
の
来
場
者
数
 

(
９
)
自
発
的
活
動
支
援
事
業
 

 
 

 
 

 

①
 
ほ
ほ
え
み
交
流
活
動
支
援
事
業
 

22
回
 

55
回
 

55
回
 

55
回
 

ほ
ほ
え
み
交
流
活
動
支
援
事
業
の
実
施
回
数
 

②
 
こ
こ
ろ
の
ふ
れ
あ
い
交
流
サ
ロ
ン
 

運
営
事
業
 

13
箇
所
 

13
箇
所
 

13
箇
所
 

13
箇
所
 

精
神
障
害
の
あ
る
市
民
の
孤
立
を
防
ぎ
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
希
望
す
る
市
民
に
参
加
の
機
会
を
提
供
す
る
等
，
交
流

の
場
（
サ
ロ
ン
）
を
設
置
す
る
（
1
3
箇
所
中

2
箇
所
は
，

サ
ロ
ン
を
運
営
す
る
と
と
も
に
，
専
門
職
等
に
よ
る
相
談
支

援
を
行
う
機
能
強
化
サ
ロ
ン
）。

 

 
③
そ
の
他
 

3
事
業
 

3
事
業
 

3
事
業
 

3
事
業
 

障
害
の
あ
る
市
民
等
が
自
発
的
に
行
う
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
活
動
へ
の
支
援
事
業
を
行
う
。
 

(
1
0
)
精
神
障
害
の
あ
る
方
へ
の
支
援
 

 
 

 
 

 

 
①
 
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
 

広
域
調
整
等
事
業
 

5
3 

回
 

1
,5
0
7

人
 

5
3 

回
 

1
,5
0
7

人
 

5
3 

回
 

1
,5
0
7

人
 

5
3 

回
 

1
,5
0
7

人
 

精
神
障
害
者
地
域
移
行
・
地
域
定
着
事
業
に
お
け
る
ピ
ア
サ

ポ
ー
ト
の
活
用
（
普
及
啓
発
活
動
の
実
施
）
回
数
，
参
加
者

数
 

 
②
 
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
 

に
よ
る
体
制
整
備
事
業
 

1
箇
所
 

1
箇
所
 

1
箇
所
 

1
箇
所
 

発
達
障
害
者
支
援
連
携
協
議
会
を
発
達
障
害
者
支
援
法
に
規

定
す
る
地
域
協
議
会
へ
位
置
付
け
。
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事
 
業
 

名
 

２
年
度
実

績
 

（
見
込

）
 

３
年

度
 

４
年
度
 

５
年

度
 

事
業
内
容

，
実

施
の
考
え

方
，
見

込
量
確

保
の
方

策
等

 

箇
所

数
 

利
用
者

数
 

箇
所
数
 

利
用
者

数
 

箇
所
数
 

利
用
者

数
 

箇
所
数
 

利
用
者

数
 

(
1
1
)
そ
の
他
の
事
業
 

 
 

 
 

 

 
①
 
福
祉
ホ
ー
ム
事
業
 

3
箇
所
 

3
箇
所
 

3
箇
所
 

3
箇
所
 

低
額
で
居
室
等
を
提
供
し
，
管
理
人
が
日
常
生
活
に
必
要
な

支
援
を
行
う
。
 

 
②
 
盲
人
ホ
ー
ム
事
業
 

1
箇
所
 

1
箇
所
 

1
箇
所
 

1
箇
所
 

視
覚
障
害
の
あ
る
市
民
に
，
あ
ん
ま
，
は
り
，
き
ゅ
う
の
就

労
の
場
を
提
供
す
る
。
 

 
③
 
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

87
人
分
 

95
人
分
 

1
03

人
分
 

1
11

人
分
 

居
宅
や
施
設
で
の
入
浴
が
困
難
な
方
な
ど
に
，
訪
問
入
浴
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
 

 
④
 
生
活
訓
練
等
事
業
 

6
事
業
 

6
事
業
 

6
事
業
 

6
事
業
 

日
常
生
活
上
必
要
な
訓
練
や
指
導
を
行
う
。
 

 
⑤
 
日
中
一
時
支
援
事
業
 

4
67

人
分
 

4
77

人
分
 

4
87

人
分
 

4
97

人
分
 

施
設
で
一
時
的
に
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
（
宿
泊

を
伴
わ
な
い
）。

 

 
⑥
 
社
会
参
加
促
進
事
業
 

 
 

 
 

 

 
 
ア
 
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 

教
室
開
催
等
事
業
 

8
件
 

11
件
 

11
件
 

11
件
 

障
害
別
体
育
大
会
，
全
京
都
障
害
者
総
合
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等

を
開
催
す
る
。
 

 
 
イ
 
芸
術
文
化
講
座
開
催
等
事
業
 

4
回
 

4
回
 

4
回
 

4
回
 

障
害
者
週
間
の
ポ
ス
タ
ー
展
，
京
都
と
っ
て
お
き
の
芸
術
祭

を
開
催
す
る
。
 

 
 
ウ
 
点
字
・
声
の
広
報
等
発
行
事
業
 

3
種
類
 

1
5
箇
所
 

3
種
類
 

1
5
箇
所
 

3
種
類
 

1
5
箇
所
 

3
種
類
 

1
5
箇
所
 

「
障
害
保
健
福
祉
の
し
お
り
」
等
の
点
字
，
音
訳
，
拡
大
版

を
作
成
，
設
置
す
る
。
 

 
 
エ
 
自
動
車
改
造
助
成
事
業
 

12
件
 

12
件
 

12
件
 

12
件
 

身
体
障
害
の
あ
る
市
民
の
自
動
車
改
造
費
用
の
一
部
を
助
成

す
る
。
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第６章 計画の推進と進捗管理 
 

１ 計画の推進体制 
 

このプランは，その範囲が福祉，保健，生活環境，雇用・就労，地域活動などの

広範な分野にわたっているため，関係局・区間の相互の調整を十分に行い，全庁

的な体制の下，計画を推進します。 

また，プランの実効性を確保するため，毎年度このプランに基づく施策の進捗

状況を「京都市障害者施策推進審議会」に報告し，そこで得られた意見を次年度

以降の取組に反映させるとともに，ホームページ等で市民に公表します。 

 

１ ＰＤＣＡサイクルによる計画の⾒直し 
 

本市では，今後６年間，この計画に基づき施策を推進していきますが，社会情

勢やニーズの変化，国の動向も踏まえ，定期的に計画に掲げる施策について，点

検・評価を行うとともに，その結果を各施策の実施方法に反映したり，必要に応

じて施策の展開の見直しを行うためのＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ（計画），Ｄ

ｏ（実行），Ｃｈｅｃｋ（評価），Ａｃｔｉｏｎ（改善））により，プランの内

容について不断の見直しを行い，新たな課題にも柔軟に対応します。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

 

•策定した計画の内容
を踏まえて，各施策
を実施します。

•各施策の実施状況につ
いて，審議会等で点
検・評価を行います。

•市民の皆様の御意見等
を踏まえ，施策の方向性
や障害サービスの見込量
等を設定します。

•評価の結果を踏まえ，必要
に応じて施策の見直しを行
います。

Action

（改善）

Plan

(計画）

Do

（実行）

Check

（評価）

１ 

２ 
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参考資料 
国の基本指針 

（ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 及 び 障 害 児 通 所 支 援 等 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の

基本的な指針（平成十八年厚 生労働省告示第三百九十五号）） 

 

○ 成果目標（第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画） 

    基本指針に定める目標値 

⑴ 福祉施設の入所

者の地域生活へ

の移行 

① 令和５年度末における地域生活に移行する者の目標値 

令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上 

② 令和５年度末の施設入所者数 

令和元年度末時点の施設入所者数から 1.6％以上削減 

⑵ 精神障害にも対

応した地域包括

ケアシステムの

構築 

① 精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 

令和５年度における精神障害者の精神病床からの退院後１年以内の地域

における生活日数の平均を 316 日以上 

② 精神病床における１年以上長期入院患者数（65 歳以上，65 歳未満） 

国が提示する式により算定した令和５年度末の精神病床における 65 歳

以上の１年以上長期入院患者数及び令和５年度末の精神病床における 65

歳未満の１年以上長期入院患者数 

③ 精神病床における早期退院率（入院後３か月時点，入院後６か月時点，

入院後１年時点） 

・令和５年度における入院後３か月時点の退院率については 69％以上 

・令和５年度における入院後６か月時点の退院率については 86％以上 

・令和５年度における入院後１年時点の退院率については 92％以上 

⑶ 地域生活支援拠

点等が有する機

能の充実 

令和５年度末までに各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等

を確保しつつ，その機能の充実のため，年１回以上運用状況を検証及び検討

する。 

⑷ 福祉施設から一

般就労への移行

等 

① 福祉施設の利用者のうち，就労移行支援事業等を通じて，令和５年度中

に一般就労に移行する者の目標値 

・令和元年度の一般就労への移行実績の 1.27 倍以上 

・就労移行支援事業，就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業に

ついて，それぞれ令和５年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて

定める。 

② 就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標値 

・令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者

のうち，７割が就労定着支援事業を利用 

・就労定着支援事業所のうち，就労定着率が８割以上の事業所を全体の７

割以上 

⑸ 障害児支援の提

供体制の整備等 

① 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設

置及び保育所等訪問支援の充実  

・令和５年度末までに，児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１

カ所以上設置 

・令和５年度末までに，全ての市町村において，保育所等訪問支援を利用

できる体制を構築 

② 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

令和５年度末までに，各都道府県において，児童発達支援センター， 
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特別支援学校（聴覚障害）等の連携強化を図る等，難聴児支援のための中

核的機能を有する体制を確保 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所の確保  

令和５年度末までに，主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確

保 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネー

ターの配置 

令和５年度末までに，各都道府県，各圏域及び各市町村において，保健，

医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場

を設けるとともに，医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 

⑹ 相談支援体制の

充実・強化等 

令和５年度末までに，総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支

援体制の強化を実施する体制を確保 

・障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実

施の見込み 

・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の

見込み 

・地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見込み 

・地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の見込み 

⑺ 障害福祉サービ

ス等の質を向上

させるための取

組に係る体制の

構築 

令和５年度末までに，障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に

関する事項を実施する体制を構築 

・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への

市町村職員の参加人数の見込み 

 ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその

結果を活用し，事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実

施回数の見込み 

・指導監査結果の関係市町村との共有 

都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通

所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体

と共有する体制の有無及びその共有回数の見込み 
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○ サービス見込量（第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画） 

項  目 内  容 

訪問系サービス 居宅介護等 現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 

日中活動系サー

ビス 

生活介護  現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 
自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援  

就労継続支援Ａ型  

就労継続支援Ｂ型  

就労定着支援  

療養介護  

短期入所（福祉型，医療型） 

居住系サービス 自立生活援助  現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 

共同生活援助  現に利用している者の数，障害者等のニーズ，一

人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の

数，グループホームから退所する者の数等を勘案し

て，サービス見込量を設定 

施設入所支援  施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上

で，真に必要と判断される数を加えた数を勘案して，

利用者数の見込みを設定 

地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の設置箇所数と地域生活支援

拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の

実施回数について，年間の見込み数を設定 

相談支援 計画相談支援 現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 
地域移行支援 

地域定着支援 

障害児支援 児童発達支援  地域における児童数の推移，現に利用している障

害児の数，障害児等のニーズ，医療的ケア児のニー

ズ，利用が見込まれる障害児の数等を勘案して，サ

ービス見込量を設定 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス  

保育所等訪問支援  

居宅訪問型児童発達支援  

福祉型障害児入所施設  

医療型障害児入所施設  

障害児相談支援  

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置人数 

発達障害者支援 発達障害者支援地域協議会

の開催  

地域の支援体制の課題の把握及び対応についての

検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定 

発達障害者支援センターに

よる相談支援  

現状の相談件数，発達障害者支援センター等によ

る相談支援や助言が真に必要と判断される数を勘案

して，相談件数の見込みを設定 発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支援マネ

ジャーの関係機関への助言  
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○ サービス見込量（第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画） 

項  目 内  容 

訪問系サービス 居宅介護等 現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 

日中活動系サー

ビス 

生活介護  現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 
自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援  

就労継続支援Ａ型  

就労継続支援Ｂ型  

就労定着支援  

療養介護  

短期入所（福祉型，医療型） 

居住系サービス 自立生活援助  現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 

共同生活援助  現に利用している者の数，障害者等のニーズ，一

人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の

数，グループホームから退所する者の数等を勘案し

て，サービス見込量を設定 

施設入所支援  施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上

で，真に必要と判断される数を加えた数を勘案して，

利用者数の見込みを設定 

地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の設置箇所数と地域生活支援

拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の

実施回数について，年間の見込み数を設定 

相談支援 計画相談支援 現に利用している者の数，障害者等のニーズ，利

用が見込まれる者の数等を勘案して，サービス見込

量を設定 
地域移行支援 

地域定着支援 

障害児支援 児童発達支援  地域における児童数の推移，現に利用している障

害児の数，障害児等のニーズ，医療的ケア児のニー

ズ，利用が見込まれる障害児の数等を勘案して，サ

ービス見込量を設定 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス  

保育所等訪問支援  

居宅訪問型児童発達支援  

福祉型障害児入所施設  

医療型障害児入所施設  

障害児相談支援  

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置人数 

発達障害者支援 発達障害者支援地域協議会

の開催  

地域の支援体制の課題の把握及び対応についての

検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定 

発達障害者支援センターに

よる相談支援  

現状の相談件数，発達障害者支援センター等によ

る相談支援や助言が真に必要と判断される数を勘案

して，相談件数の見込みを設定 発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支援マネ

ジャーの関係機関への助言  

 
 

発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支 援マ

ネジャーの外部機関や地域

住民への研修，啓発  

現状の研修及び啓発件数を勘案して，必要な研修，

啓発件数の見込みを設定 

ペアレントトレーニングや

ペアレントプログラム等の

支援プログラム等の受講者

数 

現状の実施状況及び発達障害者等の数を勘案し，

受講者数の見込みを設定 

ペアレントメンターの人数 現状の実施状況及び発達障害者等の数を勘案し，

人数の見込みを設定 

ピアサポートの活動への参

加人数 

現状の活動状況及び発達障害者等の数を勘案し，

数の見込みを設定 

精神障害にも対

応した地域包括

ケアシステムの

構築 

保健，医療及び福祉関係者

による協議の場の開催回数 

協議の場の一年間の開催回数の見込みを設定 

保健，医療及び福祉関係者

による協議の場への関係者

の参加者数 

保健，医療，福祉，介護，当事者及び家族等の関係

者ごとの参加者数の見込みを設定 

保健，医療及び福祉関係者

による協議の場における目

標設定及び評価の実施回数 

協議の場における目標設定及び評価の実施回数の

見込みを設定 

精神障害者の地域移行支援 現に利用している精神障害者の数，精神障害者の

ニーズ，利用が見込まれる者の数等を勘案して，サ

ービス見込量を設定 
精神障害者の地域定着支援 

精神障害者の共同生活援助 

精神障害者の自立生活援助 

精神病床における退院患者

の退院後の行き先 

精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数の

見込みを設定 
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京都市障害者施策推進審議会条例 
平 成 6 年 3 月 １ ０ 日  

条例第４２号 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  障害者基本法第３６条第１項 に規定する審議会として，京都市障害

者 施 策 推 進審議会（以下「審 議会」という。）を置く。 

（ 組 織 ）  

第 ２ 条  審 議会は， 委員３５人以内をもって組織する。 

２  委 員 は ， 学 識 経 験 の あ る 者 そ の 他 市長が適当と認める者のうちから，市

長 が 委 嘱 し，又は任命する。 

（委員 の 任 期） 

第３条  委員の任期は，２年とする。 ただし，補欠の委員の任期は，前任者

の 残 任 期 間とする。 

２  委 員 は ， 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

（会長 ）  

第４条  審 議会に会長を置く。 

２  会 長 は ， 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

３  会 長 は ， 審 議 会 を 代 表 し ， 会 務 を 総 理 す る 。  

４  会 長 に 事 故 が あ る と き は ， あ ら か じめ会長の指名する委員がその職務を

代 理 す る 。 

（招集 及 び 議事） 

第５条  審 議会は，会長が招集する。 

２  会 長 は ， 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  審 議 会 は ， 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し なければ，会議を開くことができな

い 。  

４  審 議 会 の 議 事 は ， 出 席 し た 委 員 の 過半数で決し，可否同数のときは，議

長 の 決 す るところによる。 

（委任 ）  

第６条  この条例に定めるもののほか ，審議会の組織及び運営に関し必要な

事 項 は ， 市長が定める。 

 

   附  則（平成２４年５月２８日条例第１号） 

（施行 期 日 ） 

１  こ の 条 例 は ， 市 規 則 で 定 め る 日 か ら施行する。ただし，第２条第１項中

「 ２ ５ 人 」を「３５人」に改める改正 規定は，公布の日から施行する。 

（ 平 成 ２ ４ 年５月２８日規則第８号で 平成２４年５月２８日から施行） 

（ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 による改正前の京都市障害者施策推進

協 議 会 条 例に規定する委員である者は ，この条例による改正後の京都市障

害 者 施 策 推進審議会条例（以下「改正 後の条例」という。）に規定する委

員 と み な し，その任期は，別 に定める日までとする。 

３  改 正 後 の 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 にかかわらず，最初の京都市障害者施

策 推 進 審 議会は，市長が招集する。  
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京都市障害者施策推進審議会条例 
平 成 6 年 3 月 １ ０ 日  

条 例 第 ４ ２ 号 

（設置） 

第１条 障害者基本法第３６条第１項 に規定する審議会として，京 都 市 障 害

者施策推進審議会（以下「審 議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は， 委員３５人以内をもって組織する。 

２  委 員 は ， 学 識 経 験 の あ る 者 そ の 他 市長が適当と認める者のうち か ら ， 市

長が委嘱し，又は任命する。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は，２年とする。 ただし，補欠の委員の任期は ， 前 任 者

の残任期間とする。 

２  委 員 は ， 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

（会長） 

第４条 審議会に会長を置く。 

２  会 長 は ， 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

３  会 長 は ， 審 議 会 を 代 表 し ， 会 務 を 総 理 す る 。  

４  会 長 に 事 故 が あ る と き は ， あ ら か じめ会長の指名する委員がそ の 職 務 を

代理する。 

（招集及び議事） 

第５条 審議会は，会長が招集する。 

２  会 長 は ， 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  審 議 会 は ， 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し なければ，会議を開くことが で き な

い 。  

４  審 議 会 の 議 事 は ， 出 席 し た 委 員 の 過半数で決し，可否同数のと き は ， 議

長の決するところによる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか ，審議会の組織及び運営に関 し 必 要 な

事項は，市長が定める。 

 

   附  則（平成２４年５月２８日条例第１号） 

（施行期日） 

１  こ の 条 例 は ， 市 規 則 で 定 め る 日 か ら施行する。ただし，第２条 第 １ 項 中

「２５人」を「３５人」に改める改正 規定は，公布の日から施行 す る 。  

（平成２４年５月２８日規則第８号で 平成２４年５月２８日から施 行 ）  

（経過措置） 

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 による改正前の京都市障害者 施 策 推 進

協議会条例に規定する委員である者は ，この条例による改正後の 京 都 市 障

害者施策推進審議会条例（以下「改正 後の条例」という。）に規 定 す る 委

員とみなし，その任期は，別 に定める日までとする。 

３  改 正 後 の 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 にかかわらず，最初の京都市 障 害 者 施

策推進審議会は，市長が招集する。  

 
 

京都市障害者施策推進審議会 委員名簿 
（ 令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ６ 日 現 在 ）  

氏  名 所 属 団 体 等 備考 

1 岡田 まり 立命館大学教授（産業社会学部） 会長 

2 赤穂 美栄子 特定非営利活動法人京都難病連 京都わらび会 会計  

3 石川 一郎 株式会社京都新聞社 論説委員長  

4 石田 美加 市民公募委員  

5 岩井 浩 京都腎臓病患者協議会 事務局長  

6 上田 哲久 ピープルファースト京都 代表  

7 梅景 圭子 高次脳機能障害支援家族会里やま 副会長  

8 岡 千栄子 公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会 会長  

9 岡田 康平 京都弁護士会  

10 岡田 多栄子 公益社団法人京都府視覚障害者協会 副会長  

11 岡田 幸美 京都市聴覚障害者協会 福祉対策委員長  

12 岡田 嘉子 京都精神保健福祉施設協議会 副会長  

13 緒方 由紀 佛教大学教授（社会福祉学部）  

14 岡本 弥一郎 京都市民生児童委員連盟 庶務担当理事  

15 岡本 慶子 京都精神神経科診療所協会 理事  

16 岡山 祐美 日本自立生活センター ピアカウンセラー  

17 加納 恵子 関西大学教授（社会学部）  

18 川端 一彰 一般社団法人京都障害者スポーツ振興会 理事長  

19 小坂 義夫 特定非営利活動法人京都市肢体障害者協会 副理事長／事務局長  

20 酒伊 良行 京都市障害者地域生活支援センター連絡協議会 理事  

21 島嵜 明子 京都ダウン症児を育てる親の会（トライアングル） 事務局員  

22 清水 一史 社会福祉法人京都総合福祉協会 京都障害者就業・生活支援センター 主任  

23 髙橋 滋 一般社団法人京都府医師会 理事  

24 中村 里美 特定非営利活動法人京都頸髄損傷者連絡会 企画・会計担当  

25 橋本 英憲 特定非営利活動法人京都市中途失聴・難聴者協会 理事長  

26 長谷川 唯 京都ユーザーネットワーク  

27 林 薫 京都市立総合支援学校ＰＴＡ連絡協議会 会長  

28 樋口 幸雄 京都知的障害者福祉施設協議会 会長  

29 古川 暁子 一般社団法人京都精神科病院協会（医療法人栄仁会宇治おうばく病院医局精神科医長)  

30 宮内 賀永子 京都府自閉症協会 事務局長  

31 村井 文枝 きょうされん京都支部 副組織委員長  

32 八十島 美奈子 京都市居宅介護等事業連絡協議会 理事  

33 横井 真 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 地域福祉推進室地域支援部長   

34 𠮷𠮷田 利重子 一般社団法人手をつなぐ育成会 理事  

35 吉村 安隆 公益社団法人京都精神保健福祉推進家族会連合会 政策部会担当  

 ※会長を除き五十音順。敬称略。 
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京都市障害者施策推進審議会作業検討部会 委員名簿 
 

 

氏  名 所 属 団 体 等 備考 

1 岡田 まり 立命館大学教授（産業社会学部） 部会長 

2 赤穂 美栄子 特定非営利活動法人京都難病連 京都わらび会 会計  

3 梅景 圭子 高次脳機能障害支援家族会里やま 副会長  

4 岡田 多栄子 公益社団法人京都府視覚障害者協会 副会長  

5 岡田 幸美 京都市聴覚障害者協会 福祉対策委員長  

6 小坂 義夫 特定非営利活動法人京都市肢体障害者協会 副理事長／事務局長  

7 清水 一史 社会福祉法人京都総合福祉協会 京都障害者就業・生活支援センター 主任   

8 長谷川 唯 京都ユーザーネットワーク  

9 林 薫 京都市立総合支援学校PTA連絡協議会 会長  

10 樋口 幸雄 京都知的障害者福祉施設協議会 会長  

11 宮内 賀永子 京都府自閉症協会 事務局長  

12 村井 文枝 きょうされん京都支部 副組織委員長  

13 八十島 美奈子 京都市居宅介護等事業連絡協議会 理事  

14 𠮷𠮷田 利重子 一般社団法人京都手をつなぐ育成会 理事  

15 吉村 安隆 公益社団法人京都精神保健福祉推進家族会連合会 政策部会担当  

 

 
※部会長を除き五十音順。敬称略。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

障害に関するマーク 
障害者のため
の 
国際シンボル
マーク 

 障害のある方が利用できる建物，施設であることを明確に表すための世界共通の
シンボルマークです。このマークの使用については国際リハビリテーション協会の
「使用指針」により定められています。 
［関連機関］（公財）日本障害者リハビリテーション協会 

子ども車いす
マーク 

病気や障害があって「子ども車いす」でしか移動できない方などが，外観ではベ
ビーカーと判別しにくいため，車いすの車体等に表示しています。 
子ども車いすは，ベビーカーのように畳んで移動することができません。 

［関連機関］（一社）ｍｉｎａ ｆａｍｉｌｙ 

身体障害者標
識 

  肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表
示するマークです。やむを得ない場合を除き，このマークを付けた車への幅寄せや
割込みは禁止されています。 
［関連機関］ 警察庁，京都府警本部 

視覚障害者の
ための 
国際シンボル
マーク 

  世界盲人連合で 1984 年に制定された視覚障害者のための世界共通のマークで
す。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物，設備，機器等に付けられ
ています。 
［関連機関］（福）日本盲人福祉委員会 

聴覚障害者標
識 

  政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている方
が運転する車に表示するマークです。やむを得ない場合を除き，このマークを付け
た車への幅寄せや割り込みは，禁止されています。 
［関連機関］警察庁，京都府警本部 

耳マーク 
  聴覚障害があることを示す，国内で使用されているマークです。 

 聴覚障害のある方は外見からは分からないため，聴覚障害への理解やコミュニ
ケーションの方法への配慮を求めているものです。 
［関連機関］（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

筆談マーク 
 相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現しています。 

対象：筆談を必要としている人 
意味：「筆談で対応をお願いします」，「筆談で対応します」等 

［関連機関］（一財）全日本ろうあ連盟 

ヒアリングル
ープマーク 

 補聴器等を使用されている方の「聞こえ」を支援する「ヒアリングループ」が設
置されていることを示します。 

［関連機関］（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

手話マーク 

 ５本指で「手話」を表す形を採用し，輪っかで手の動きを表現しています。 
対象：ろう者等，手話を必要としている人 
意味：「手話で対応をお願いします」，「手話で対応します」等 

［関連機関］（一財）全日本ろうあ連盟 

オストメイト
マーク 

  人工肛門・人工膀胱を使用している人（オストメイト）のための設備があること
を表しています。 
 オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 
［関連機関］（公財）交通エコロジー・モビリティ財団 

ほじょ犬マー
ク 

  身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬法により，
公共施設や交通機関はもとより，デパートやレストラン等の施設や一定規模以上
の民間事業所で補助犬が同伴できることとなっています。 
［関連機関］厚生労働省社会・援護局企画課自立支援振興室 

ヘルプマーク 
  義足や人工関節を使用している方，内部障害や難病の方など，外見から分からな

くても援助や配慮を必要としている方々が，周囲の方に配慮を必要としているこ
とを知らせることで援助を得やすくするためのマークです。 
［関連機関］京都府健康福祉部障害者支援課 

ハート・プラ
スマーク 

 身体内部に障害のある方を示す，国内で使用されているマークです。 
 内部障害（心臓，呼吸機能，じん臓，膀胱，直腸，小腸，肝臓，免疫機能）のあ
る方は外見からは分かりにくいため，内部障害への理解と配慮を求めているもの
です。 
［関連機関］（ＮＰＯ）ハート・プラスの会    
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